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平成１８年第２回京丹波町議会定例会（第１号）                              平成１８年６月１３日（火）                             開会  午前 ９時００分 １ 議事日程   第 １ 会議録署名議員の指名   第 ２ 会期の決定              自 平成１８年６月１３日                           １４日間              至 平成１８年６月２６日   第 ３ 諸般の報告   第 ４ 請願の委員会付託   第 ５ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて              京丹波町税条例の一部を改正する条例の制定について   第 ６ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて              京丹波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい                    て   第 ７ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて              京丹波町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について   第 ８ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて              平成１７年度京丹波町一般会計補正予算（第３号）   第 ９ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて              平成１７年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）   第１０ 同意第 ２号 京丹波町高原財産区管理会委員の選任について   第１１ 議案第５６号 京丹波町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について   第１２ 議案第５７号 京丹波町国民保護協議会条例の制定について   第１３ 議案第５８号 京丹波町長期継続契約に関する条例の制定について   第１４ 議案第５９号 京丹波町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について 



－２－ 

  第１５ 議案第６０号 京丹波町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について   第１６ 議案第６１号 京丹波町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について   第１７ 議案第６２号 京丹波町の環境保全等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   第１８ 議案第６３号 船井郡京丹波町と南丹市との間の障害者介護給付費等支給認定審査会に係る事務委託に関する協議について   第１９ 議案第６４号 中型バス購入契約について   第２０ 議案第６５号 小型バス購入契約について   第２１ 議案第６６号 町有地の処分について   第２２ 議案第６７号 平成１８年度京丹波町一般会計補正予算（第１号）   第２３ 議案第６８号 平成１８年度京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号）   第２４ 議案第６９号 平成１８年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）   第２５ 議案第７０号 平成１８年度京丹波町桧山財産区特別会計補正予算（第１号）   第２６ 議案第７１号 平成１８年度京丹波町梅田財産区特別会計補正予算（第１号）   第２７ 議案第７２号 平成１８年度京丹波町国民健康保険瑞穂病院事業会計補正予算（第１号）   第２８ 認定第 １号 平成１７年度丹波町一般会計歳入歳出決算の認定について   第２９ 認定第 ２号 平成１７年度丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第３０ 認定第 ３号 平成１７年度丹波町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   第３１ 認定第 ４号 平成１７年度丹波町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第３２ 認定第 ５号 平成１７年度丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第３３ 認定第 ６号 平成１７年度丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について   第３４ 認定第 ７号 平成１７年度丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 



－３－ 

  第３５ 認定第 ８号 平成１７年度丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算の認定について   第３６ 認定第 ９号 平成１７年度丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算の認定について   第３７ 認定第１０号 平成１７年度瑞穂町一般会計歳入歳出決算の認定について   第３８ 認定第１１号 平成１７年度瑞穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について   第３９ 認定第１２号 平成１７年度瑞穂町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   第４０ 認定第１３号 平成１７年度瑞穂町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第４１ 認定第１４号 平成１７年度瑞穂町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について   第４２ 認定第１５号 平成１７年度瑞穂町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第４３ 認定第１６号 平成１７年度瑞穂町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第４４ 認定第１７号 平成１７年度瑞穂町国民健康保険瑞穂病院事業決算の認定について   第４５ 認定第１８号 平成１７年度瑞穂町桧山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について   第４６ 認定第１９号 平成１７年度瑞穂町梅田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について   第４７ 認定第２０号 平成１７年度瑞穂町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算の認定について   第４８ 認定第２１号 平成１７年度瑞穂町質美財産区特別会計歳入歳出決算の認定について   第４９ 認定第２２号 平成１７年度和知町一般会計歳入歳出決算の認定について   第５０ 認定第２３号 平成１７年度和知町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第５１ 認定第２４号 平成１７年度和知町国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算
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の認定について   第５２ 認定第２５号 平成１７年度和知町国民健康保険歯科診療施設特別会計歳入歳出決算の認定について   第５３ 認定第２６号 平成１７年度和知町簡易水道維持管理特別会計歳入歳出決算の認定について   第５４ 認定第２７号 平成１７年度和知町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   第５５ 認定第２８号 平成１７年度和知町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について   第５６ 認定第２９号 平成１７年度和知町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第５７ 認定第３０号 平成１７年度和知町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第５８ 認定第３１号 平成１７年度和知町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について   第５９ 認定第３２号 平成１７年度和知町宅地等開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について   第６０ 認定第３３号 平成１７年度丹波町・瑞穂町水道事業組合会計歳入歳出決算の認定について   第６１ 認定第３４号 平成１７年度丹波町・瑞穂町水道事業組合特別会計歳入歳出決算の認定について  ２議会に付議した案件   議事日程のとおり  ３ 出席議員（１８名）    １番  西 山 和 樹 君    ２番  室 田 隆一郎 君    ３番  東   まさ子 君    ４番  片 山 孝 良 君    ５番  横 山   勲 君 
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   ６番  坂 本 美智代 君    ７番  今 西 孝 司 君    ８番  小 田 耕 治 君    ９番  畠 中   勉 君   １０番  山 田   均 君   １１番  藤 田 正 夫 君   １２番  山 内 武 夫 君   １３番  篠 塚 信太郎 君   １４番  吉 田   忍 君   １５番  山 西   桂 君   １６番  野 口 久 之 君   １７番  野 間 和 幸 君   １８番  岡 本   勇 君  ４ 欠席議員（０名）  ５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２１名）   町     長     松 原 茂 樹 君   助     役     上 田   正 君   助     役     堀   郁太郎 君   教 育 長     山 本 和 之 君   参     事   収入役職務代理 寺 井 行 雄 君   参     事     田 渕 敬 治 君   瑞 穂 支 所 長     森 田 一 三 君   和 知 支 所 長     片 山 長 男 君 総 務 課 長     谷   俊 明 君   企 画 情 報 課 長     田 端 耕 喜 君   税 務 課 長     岩 田 恵 一 君   住 民 課 長     岩 崎 弘 一 君   保 健 福 祉 課 長     野 間 広 和 君   子育て支援課長     朝 倉 富 雄 君 
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  地 域 医 療 課 長     上 田   進 君   産 業 振 興 課 長     山 田   進 君   土 木 建 築 課 長     松 村 康 弘 君   水 道 課 長     田 井   勲 君   教 育 次 長     長谷川 博 文 君   監 査 委 員     人 見   亮 君  ６ 出席事務局職員（３名）   議 会 事 務 局 長     伊 藤 康 彦 書     記     西 山 民 子 〃        山 内 圭 司 
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○議長（岡本 勇君） 松原町長。 ○町長（松原茂樹君） 皆さん、おはようございます。   ６月１日付で、小規模の人事異動を行いました。管理職も５名配置替えをいたしましたので、それぞれから自己紹介をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○総務課長（谷 俊明君） おはようございます。総務課長を拝命いたしました谷でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○税務課長（岩田恵一君） 皆さん、おはようございます。土木の方から、今回税務課長ということでお世話になります岩田でございます。何分初めての世界なので、それぞれまたいろいろお世話になりますけれど、よろしくお願い申し上げます。 ○土木建築課長（松村康弘君） 皆さん、おはようございます。土木建築課長を拝命いたしました松村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○教育次長（長谷川博文君） 失礼します。今回、人事異動で教育次長を仰せつかりました長谷川でございます。総務課長時代、いろいろお世話になりましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 ○議会事務局長（伊藤康彦君） 議会事務局長を拝命しました伊藤でございます。よろしくお願いします。 ○収入役職務代理（寺井行雄君） おはようございます。同じく、４月１日付で収入役職務代理を仰せつかりました寺井でございます。よろしくお願い申し上げます。 開議 午前９時００分 ○議長（岡本 勇君） 皆さん、おはようございます。   議員の皆様には、ますますご壮健にてご活躍のこととお喜び申し上げます。   本日は、大変お忙しい中、定刻にご参集いただきまして、ありがとうございます。   ただいまの出席議員は１８名であります。   定足数に達しておりますので、平成１８年第２回京丹波町議会定例会を開会いたします。   直ちに、本日の会議を開きます。  《日程第１、会議録署名議員の指名》 ○議長（岡本 勇君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。   会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、９番議員・畠中 勉君、１０番議員・山田 均君を指名いたします。  
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《日程第２、会期の決定》 ○議長（岡本 勇君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。   お諮りいたします。   本定例会の会期は、本日から６月２６日までの１４日間といたしたいと思います。   ご異議ありませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（岡本 勇君） ご異議なしと認めます。   よって、本定例会の会期は、本日から６月２６日までの１４日間と決しました。   会期中の予定については、お手元に配付の会期日程表のとおりであります。  《日程第３、諸般の報告》 ○議長（岡本 勇君） 日程第３、諸般の報告を行います。   本定例会に町長から提出されています案件は、承認第１号のほか、５６件です。   後日、町長から追加議案の提出がある予定であります。   提案説明のため、松原町長ほか関係者の出席を求めました。   去る６月７日に、議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。   また、閉会中、各委員会活動が実施され、それぞれ所管の町内施設、現地等の踏査及び所管の調査が実施されました。   議会広報特別委員会は、議会だより第３号が発行されました。   本定例会までに受理した要望書等をお手元に配付しております。   また、京丹波町監査委員より、例月現金出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付しております。   本定例会の、瑞穂ケーブルテレビの自主放送番組録画放送のため、ビデオカメラによる撮影・収録を許可いたしましたので、報告いたします。   下伊豆会計課長から、所要のため欠席する旨の届けを受理しております。   諸般の報告を終わります。  《日程第４、請願の委員会付託》 ○議長（岡本 勇君） 日程第４、請願の委員会付託を行います。   本日までに受理した請願は、お手元に配付の「請願文書表」のとおりです。   請願第１号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 
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 《日程第５、承認第１号～日程第６１、認定第３４号》 ○議長（岡本 勇君） お諮りします。   ただいまから上程になります日程第５、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 京丹波町税条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第６１、認定第３４号 平成１７年度丹波町・瑞穂町水道事業組合特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの議案につきましては、本日は提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日の日程といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（岡本 勇君） ご異議なしと認めます。   これより、日程第５、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 京丹波町税条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第６１、認定第３４号 平成１７年度丹波町・瑞穂町水道事業組合特別会計歳入歳出決算の認定についてまでを一括議題といたします。   町長の提案理由の説明を求めます。   松原町長。 ○町長（松原茂樹君） 本日ここに、平成１８年第２回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多忙の中、ご参集いただきまして、まことにありがとうございました。   京丹波町として初の新年度に入り、また合併後８カ月が経過いたしましたが、各位には円滑な行政推進のため、ご尽力いただいておりますことに厚くお礼を申し上げます。   提案理由を申し上げさせていただく前に、この機会に最近の町政の動きについて、まずはご報告させていただきます。   ５月１日から、新たな運行を開始いたしました町営バスでありますが、１カ月が経過し、５月中における利用者数は延べ２万６８１人、旧町の昨年５月と比較いたしますと８，７５０人の利用者増となっております。しかし、路線によっては大きく減少となったところもあり、今後の推移を見ながら検証を進め、地域公共交通機関としての所期の目的に沿った運行について、さらに検討してまいりたいと存じます。   瑞穂地区における保育所の統廃合につきましては、保護者の皆様や地域各種団体役員の皆様と協議を進めているところであります。少子化の進行は、家に帰っても近くに遊ぶ友達がいない、気軽に親同士が情報交換や相談し合える機会に恵まれない等、地域の子育て環境を
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大きくさま変わりさせつつあります。京丹波町の未来を担う子どもにとって、望ましい保育環境はどうあるべきか、ご理解を得てまいりたいと存じます。   未給水団地への水道給水に向けた取り組みですが、丹波地区みのりが丘団地では、自治会を中心として１７２戸の同意を得て、加入分担金の総額２，３４７万８，０００円のうち、既に１，８３４万３，８００円、約７８．１％が納付され、残る５１３万４，２００円につきましても、一部分割納付となりますものの、平成１８年度中に完納の見込みであります。   また、これまでの応援給水の水道料金につきましても、４３６万４，４００円のうち、３４０万円が納付されております。本町といたしましては、給水への一定の条件がほぼ整ったとの判断から、自治会所有の水道施設へ町水道を直結し、この５月末より給水を開始いたしたところであります。   また、瑞穂地区の憩いの郷、四季彩の郷の代表の方からも、本町の条例の規定に従い、給水に向けて団地内住民が協力して対応する旨の同意書の提出があったところでございます。団地内の不安定な給水の解消と、安全で安心な水道水の供給のため、計画的に事業の推進を図ってまいりたいと存じます。   また、これに並行し、大切な水源の確保である畑川ダム建設につきましては、宗教法人の代替地確保について明るい展望が開けつつあり、今後とも京都府と連携し、積極的に取り組んでまいりたいと存じます。   過日、新聞にも報道されましたが、京都府加茂町のゴルフ場で有害物質（六価クロム）を含んだ土壌埋め戻し材「フェローシルト」５万６，２８７トンが使用され、その撤去作業が始まります。そのうち約２万トンが、６月２６日以降、本町瑞穂地区の京都環境保全公社に持ち込まれることになっております。地元区のご理解のもとに、組織しております監視委員会とともに、適正な搬入や処分が行われるよう努めてまいりたいと存じます。   出納閉鎖を迎えた京丹波町初の平成１７年度決算見込みでありますが、各会計とも黒字決算の見込みであり、一般会計では実質収支が４億８００万円余りの黒字決算の見込みとなりました。しかしながら、旧３町の打ち切り決算において、６億１，０００万円の基金の取り崩しを含んでの決算であり、旧町の決算を合算いたしますと、実質的な単年度収支は３億円余りの赤字となっております。   現在、この決算については財政分析を進めておりまして、財政指標が明らかになり、また、７月には普通交付税が確定いたしますことから、ようやく京丹波町としての財政運営のベースが見えてくるところであります。   国における三位一体の改革以降、制度の見直しが激しく、来年度からの新型交付税の導入
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や自治体の再生破綻法制の検討が始まるなど、地方行財政を取り巻く環境はさらに厳しさを増すことが予想されますが、改革の過程での制度の動向を的確に把握し、今後の行財政運営に十分留意してまいりたいと存じます。   それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要を説明させていただきます。   まず、専決処分の承認を求める案件、第１号では、地方税法の一部を改正する法律等が公布され、これに伴う本町税条例の一部を改正する条例の専決処分をいたしましたので、議会の承認をお願いしております。   現下の経済・財政状況を踏まえ、税制改革の一環として、個人の所得課税に係る国から地方への税源移譲を行うため、個人住民税の税率の見直し、定率減税の廃止、固定資産税の税負担の調整等の改正が行われたものであります。   承認第２号 京丹波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、所得税における公的年金等控除の改正等に伴い、保険税負担の増加する被保険者について経過措置を設け、急激な負担を緩和することとして、国民健康保険施行令の一部が改正されたことによるものであります。   承認第３号 京丹波町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤消防団員等における損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴い、補償基礎額及び介護補償について改正したものであります。   承認第４号 京丹波町一般会計補正予算（第３号）では、年度末を迎え、事業費の確定による地方債の補正及び介護保険特別会計へのルール分の繰出金を主なものとして専決処分させていただいたものであります。 これに伴い、承認第５号 介護保険事業特別会計補正予算（第２号）においても、関連する所要の補正を行ったものであります。   同意第２号につきましては、高原財産区管理会委員としてお世話になっておりました坂部一夫氏が、本年４月に一身上の都合により辞任されましたことから、新たに久保元 明氏を選任いたしたくお願いするものでございます。   久保元氏は、長く電気通信企業に勤められ、地元豊田区の副区長を歴任されるとともに、現在、南丹船井防犯推進委員としてご活躍いただいております。人格・識見ともに高く、財産区運営に適切に当たっていただけるものと考えております。ご同意いただきますよう、よろしくお願いいたします。   続きまして、議案第５６号及び５７号についてでありますが、平成１６年６月に成立し、
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９月に施行されました国民保護法に基づき、市町村として必要な事項を定めるものであります。   まず、議案第５６号 京丹波町国民保護対策本部及び緊急事態対策本部条例の制定につきましては、万一、武力攻撃事態等や大規模テロなどの緊急対処事態が生じた場合、都道府県や市町村は、国からの指定通知を受けて、直ちにそれぞれの国民保護対策本部を設置し、その区域における国民の保護のための措置を総合的に推進することとされており、そのための国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織や運営等について、必要な事項を定めるものであります。   また、議案第５７号 京丹波町国民保護協議会条例の制定につきましては、国、地方公共団体は、あらかじめ国民保護計画を作成することとされ、この計画の策定に当たっては、関係機関の代表者等からなる国民保護協議会に諮問することとされておりますことから、協議会の組織や運営等について必要な事項を定めるものであります。   議案第５８号 京丹波町長期継続契約に関する条例の制定につきましては、長期継続契約を行うことができる契約の根拠を明らかにし、事務の簡素化を図るものであります。   議案第５９号 京丹波町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例の制定につきましては、地方自治法の改正に基づき、公の施設の管理について、これまで出資団体や公共的団体等にしか認められなかった管理委託団体制度にかわって、幅広く民間事業者、ＮＰＯ法人等を加えた団体に管理代行させることができることとされましたことから、その管理者の指定の手続等について定めるものであります。   議案第６０号 京丹波町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴い、条例中の字句の改正を行うものであります。   議案第６１号 京丹波町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正により、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金を引き上げるものであります。   議案第６２号 京丹波町の環境保全等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、都市計画区域外における開発行為の許可基準面積について、都市計画法に定める面積との整合を図るため、所要の改正を行うものであります。   議案第６３号 船井郡京丹波町と南丹市との間の障害者介護給付費等支給認定審査会に係る事務委託に関する協議につきましては、障害者自立支援法の施行に伴い、認定審査会を設
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け、支給認定に関する審査及び判定を行うこととなっております。専門性や効率化の観点から、南丹市と調整を続けてまいりました結果、その業務を事務委託することについて協議が整いましたので、地方自治法の規定に基づき、議会の議決をお願いしております。   議案第６４号及び第６５号では、老朽化が激しい町営バスの更新に伴うバス購入契約について議決をお願いしております。   議案第６６号 町有地の処分につきましては、平成１３年９月に、国有財産であった須知苗畑跡地を近畿中国森林管理局から約１億１，１００万円で購入し、特産である丹波栗の振興のため、中央部に栗園を配し、周辺部を公園化する森林公園として活用するため、事業化を図ってまいりました。   しかし、厳しい財政状況の中で、充実した公園整備ができていないのも事実であり、また、約９００本の栗の木も一昨年から実をつけたものの、専門家によると、今後さらに徹底した管理の必要性を指摘いただいております。   このような中、旧丹波町出身であり、現在は大阪市において木材加工を主とした事業を経営されております谷 正綱氏から、ふるさとで自ら丹波栗の栽培、振興を行いたいとの熱い希望があり、有効な活用に苦慮してきた町の現状から協議を続けてまいりました結果、これまでに本土地に投資してきた経費を含めた価格で売却の協議が整いましたことから、これを処分することについて議決をお願いしております。   谷さんのふるさとに対する思いは格別であり、平成１４年から１６年にかけて、旧丹波町に３，７００万円もの多額のご寄附をいただき、縦貫道のおり口から役場に至る国道９号沿線の街路樹整備事業のほぼ全額を寄附金で事業化させていただいた経過もありまして、その人柄から、丹波栗振興のために有効な活用を展開していただけるものと存じております。   議案第６７号 京丹波町一般会計補正予算（第１号）につきましては、補正前の額１００億２，８００万円に今回３億１，３００万円を追加し、補正後の額を１０３億４，１００万円とすることをお願いするものでございます。   今回の補正につきましては、当初予算成立後２カ月余りであり、増減を確定させる時期に至っていないことから、法律改正に伴うものや、国・府の事業内示、懸案事業の実施など、厳しい財政事情の中での必要最小限の補正といたしております。   主なものといたしましては、総務費では、町有地の売却収入１億６，６００万円を全額減債基金に積み立て、財政事情に応じた地方債の繰上償還に充当することとしております。   民生費では、小学校終了前までに拡充されました児童手当給付費に３，６００万円、土木費では、防災及び造成地の利活用の両面から、和知地区大倉ヒヨ谷造成地における大蔵谷川
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の河川改修事業を年次的に実施することとし、３，６００万円を計上いたしております。また、教育費では、新耐震基準施行以前の学校施設を対象として、児童・生徒の安全確保や防災上の避難施設としての活用の観点から、耐震補強を前提とした校舎等の耐震診断を行うため、１，６００万円余りを新たに計上いたしたところであります。   なお、これらの事業に充当いたします財源につきましては、国・府の支出金に加えて、前年度の繰越金をもって編成いたしたものでございます。   議案第６８号 京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正前の額１６億８，８００万円に今回１億４，６４２万８，０００円を追加し、補正後の額を１８億３，４４２万８，０００円とすることをお願いするものでございます。要望しておりました国庫補助金の増額内示により、統合簡易水道整備事業において所要の事業費の増額等を追加計上しております。   議案第６９号 京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正前の額９億３，１００万円に今回１億１，３１０万円を追加し、補正後の額を１０億４，４１０万円とすることをお願いするものでございます。水道事業と同じく、国庫補助金の増額内示による事業費の追加を主なものとして計上したものであります。   議案第７０号は、京丹波町桧山財産区特別会計補正予算（第１号）では、補正前の額１，５１０万円に今回７万１，０００円を追加し、補正後の額を１，５１７万１，０００円に、また、議案第７１号 京丹波町梅田財産区特別会計補正予算（第１号）では、補正前の額９７０万円に今回７１万８，０００円を追加し、補正後の額を１，０４１万８，０００円とすることをお願いするものでございます。いずれも所有の立木や土地の売り払いによる所要の調整を行ったものであります。   議案第７２号 京丹波町国民健康保険瑞穂病院事業会計補正予算（第１号）では、収益的収入及び支出について、補正前の額８億２，３４０万２，０００円に今回１，８００万円を追加し、８億４，１４０万２，０００円とすることをお願いしております。本年４月より、外科医師及び看護師を新たに採用し、医療体制の充実を図ったところであり、人件費の追加計上を行うものであります。   続きまして、今期定例会のみの特徴的な審議案件であります合併前の旧３町及び丹波町・瑞穂町水道事業組合の決算認定３４議案についてであります。それぞれにおいて、合併前の１０月１０日をもって打ち切り決算が行われたものでありますが、地方自治法の規定によりまして、旧町の決算は新町において監査委員の審査に付し、その意見とともに新町の議会の認定に付することとされております。 
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  旧丹波町では、     一般会計歳入額 ２４億９，７１０万２，０００円                   歳出額 ２３億５，７１０万３，０００円                 実質収支は  １億３，９９９万９，０００円   ８特別会計では、        歳入額 １２億３，３７１万円                   歳出額 １１億８，３１９万５，０００円                 実質収支は    ５，０５１万５，０００円   旧瑞穂町では、     一般会計歳入額 １９億５，６６４万６，０００円                   歳出額 １８億７，３３２万３，０００円                 実質収支は    ８，３３２万３，０００円   １０特別会計では、       歳入額 １１億８，２１５万６，０００円                   歳出額 １０億６，８２１万３，０００円                 実質収支は  １億１，３９４万３，０００円   瑞穂病院事業会計では、  収益的収入額  ４億６，４８０万６，０００円                   支出額  ３億９，２４８万５，０００円                  純利益は    ７，２３２万１，０００円   旧和知町では、     一般会計歳入額 １６億３，８８６万８，０００円                   歳出額 １５億４，２５７万２，０００円                 実質収支は    ９，６２９万６，０００円   １０特別会計では、       歳入額  ７億９，７１９万９，０００円                   歳出額 １０億２，１０５万３，０００円                 実質収支は △２億２，３８５万４，０００円   丹波町・瑞穂町水道事業組合会計では、                   歳入額  ３億４，０９９万５，０００円                   歳出額  ３億  ７１３万６，０００円                 実質収支は    ３，３８５万９，０００円   特別会計では、         歳入額    １，０３５万５，０００円                   歳出額      ７２９万７，０００円                 実質収支は      ３０５万８，０００円  となっております。   なお、それぞれ決算において収納されなかった歳入、未執行の歳出、債権、債務は京丹波町が引き継ぎ、精査の上、新町の平成１７年度予算として計上し、出納閉鎖を終えた現在、
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京丹波町の決算として調整しているところであります。   以上、申し上げまして、提案説明とさせていただきます。   細部にわたりましては、収入役職務代理、所管する担当課長より説明いたさせますので、何とぞ慎重にご審議賜りまして原案にご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。   なお、簡易水道統合整備事業工事請負契約の締結（３件）について、追加提案をさせていただきたく調整をいたしております。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） 補足説明を担当課長から求めます。   議案の説明は、日程順にお願いいたします。   岩田税務課長。 ○税務課長（岩田恵一君） それでは、承認第１号につきまして、私の方から補足説明を述べさせていただきたいというふうに思います。   今回の税制改正におきましては、平成１８年度改正分ということで、地方税法等の一部を改正する法律などが本年３月３１日に公布されまして、原則として、本年４月１日から施行されることとされたことに伴いまして、専決処分として承認をお願いするものでございます。   いわゆる三位一体の改革の一環として、所得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲が平成１９年度から行われることとなりまして、このため、地方自治体においては自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任により効率的に行うことが求められたところでございます。   具体的には、個人住民税所得割の税率が、従前の３段階の累進税率から一律１０％、この内訳は、府民税が４％、それから町民税が６％ということになりまして、同時に所得税が従前の４段階から６段階の税率に変更されることになり、あわせて定率減税の廃止、固定資産税の税負担の調整等が行われました。   今回の税源移譲によりまして、８割から９割の納税者が、所得税よりも個人住民税を多く納めることになると言われていますが、結果といたしまして、個人住民税と所得税の引き上げ、引き下げ、また人的控除の差に対応した減額措置などによりまして、双方の負担は基本的には変わらないということが言われております。   この改正を受けまして、個人町民税においての主な改正点は、まず１つ目には、均等割を課さない要件が改正となったところでございます。２つ目には、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を設けることとなりました。３つ目には、平成１９年度以降の年度分の所得割の税率を一律６％としたということになっています。４つ目には、平成１９年度から調整



－１７－ 

控除を設けまして、人的控除の適用状況に応じて住民税を軽減する措置がとられたなどでございます。   また、固定資産税の改正では、平成１８年度の固定資産評価替えに伴いまして、土地にかかわる平成１８年度から平成２０年度までの各年度の固定資産税の負担についての調整措置が講じられることとなったところでございます。   また、市町村たばこ税の税率が、ご承知のとおり、本年７月１日から以降に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、引き上げられることによる改正を上げているところでございます。   以上、まことに簡単な説明となったかもわかりませんけれども、今回の法改正によります町民税等、主だったものについての改正点を申し上げましたが、何とぞご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） 岩崎住民課長。 ○住民課長（岩崎弘一君） 失礼いたします。私の方からは、承認第２号に関します京丹波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、ご説明を申し上げます。   冒頭、町長から提案理由説明がございましたように、合併後、町内統一化した国民健康保険事業を運営するため、当該国保税条例を制定しまして、４月１日から適用しているところでございますが、このたびの税制改正における年金課税の見直しによりまして、国保税の負担が増加することとなります。しかし、本年度及び来年度において、これにかかわりまして特別控除規定を盛り込んだ経過措置を専決処分させていただいたものであります。   内容的には、６５歳以上の方の公的年金控除の最低補償額が今までの１４０万円から１２０万円に引き下がることなどで、国保税が急激に上昇することが予想されます。このため、平成１８年度に１３万円、また１９年度には７万円の特別控除を設けることを主なものとしておりまして、国保税の均等割また平等割の軽減判定及び所得割の算定にかかわる激変緩和措置を講じることとするものでございます。   その他、所要の規定整備を行いまして、国保税の賦課事務等に支障のないよう、専決処分をさせていただいたものでございます。   以上、承認第２号の説明とさせていただきます。ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） 谷総務課長。 ○総務課長（谷 俊明君） それでは、私の方からは、承認第３号 京丹波町消防団員等公務
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災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分について、ご説明申し上げたいと思います。   本条例につきましては、上位法であります非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されまして、３月の２７日に公布、４月１日施行となっております。   改正内容が、補償基礎額などの引き下げ改正でございまして、不利益処分に当たりますことから条例の遡及施行ができないということでございまして、専決処分をさせていただいたものでございます。   改正内容につきましては、議案の最後のページを見ていただきまして、新旧対照表でございますが、ここで少しご説明を申し上げたいと思います。   一番裏のページの別表第１でございます。   ここにございますように、介護補償額の非常勤消防団員が公務中の死亡あるいは障害になられたという場合の補償額でございますが、勤務年数あるいは階級に応じまして３０円から２００円の引き下げが行われたものが一つでございます。   それから、表の新旧対照表に戻っていただきますと、５条の第２号でございますけれども、消防作業の従事者あるいは救急業務の協力者の方が死亡または障害になられた場合についても９，０００円から８，８００円に引き下げ、またこれに扶養親族の加算がありまして、第１号に該当すると認められる場合は、配偶者のことでございますが、その加算額が４５０円から４３３円に引き下げされたところでございます。   また、第９条の２の介護補償につきましても、障害の程度によりまして、第１号では施設などの常時介護を必要とする場合の上限月額でございますが、１０万４，９７０円から１０万４，５９０円に、以下、家族などで常時介護を行う場合の上限額を５万６，７１０円、施設での随時介護の上限額を５万２，３００円、家族などの随時介護の上限額を２万８，３６０円とすることとして引き下げられたものでございます。   以上、承認第３号の説明とさせていただきまして、続きまして、承認第４号でございます。  平成１７年度の京丹波町一般会計補正予算（第３号）でございます。   ２枚ほどページをめくっていただきまして、今回の専決処分させていただいた補正額につきましては、４，０５５万９，０００円を追加させていただきまして、６９億９，７９６万３，０００円とさせていただいたものでございます。   少しページをめくっていただきまして、３ページ、第２表、地方債の補正でございます。   この地方債の補正につきましては、地方債の許可を受ける必要がありますことから、各事業費の確定に基づいて精査をいたしたものでございます。一般公共事業では７６０万円の増、旧地域総合整備事業では２６０万円の増額、地域再生事業では１，５７０万円の増額、京都
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府市町村未来づくり資金では６０万円の減額とさせていただきまして、合わせまして地方債全体では２，５３０万円の増とさせていただくものでございます。   次に、少しまたページをめくっていただきまして、事項別明細書の４ページでございます。   ここの歳出から申し上げますと、冒頭、町長より提案理由の説明があったところでございますが、介護保険の特別会計への繰出金として、一般会計からのルール分でございます１２．５％分、４，０５５万９，０００円を歳出予算として計上させていただいております。   以下の部分については、地方債の精査によります財源振替をさせていただいたものでございます。   これに伴います歳入予算でございますが、戻っていただいて３ページになりますが、特別交付税が確定をいたしました関係で、１億３，３８８万４，０００円を計上させていただいております。   なお、これに伴いまして、財政調整基金の繰り入れにつきましては、１億１，８６２万５，０００円を繰り戻すという形での財源充当をさせていただくものでございます。   以上、まことに簡単ではございますが、承認第３号並びに第４号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） 野間保健福祉課長。 ○保健福祉課長（野間広和君） それでは、私の方からは、承認第５号をよろしくお願いいたします。   平成１７年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、概要をご説明申し上げます。   内容につきましては、今回の補正につきましては、１８４万３，０００円を減額し、歳入歳出の総額を８億６，５２８万９，０００円とするものでございます。   ２項以下省略をさせていただきまして、事項別明細書の３ページをよろしくお願いいたします。   ２の歳入についてですが、款の７、繰入金、１、介護給付費繰入金４，０５５万９，０００円を追加するものです。これにつきましては、平成１７年の保険給付額の確定によりまして、一般会計繰入金のルール分１２．５％を繰り入れをするものでございます。   款の１０、諸収入、目１、雑入、減の４，２４０万２，０００円。この減につきましては、合併時の決算におきまして旧町歳計剰余金をすべて雑入に予算上受けておりましたけれども、旧丹波、旧和知会計におきまして決算時にルール分として分割で一般会計から繰り入れをさせていただいておりましたことから、専決におきまして繰入金に振り替えをさせていただく
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ものでございます。   次のページの４ページをお願いいたします。   ３の歳出、保険給付費、目の居宅介護サービス給付費、補正額、減の１８４万３，０００円ということで、実績に基づき減額とさせていただき、ルール分の繰入額を調整させていただいたものでございます。   以上、ご審議いただき、ご承認賜りますように、よろしくお願いをいたします。 ○議長（岡本 勇君） 谷総務課長。 ○総務課長（谷 俊明君） それでは、同意第２号 京丹波町高原財産区管理会委員の選任について、ご説明を申し上げたいと思います。   提案理由につきましては、町長より詳しく説明があったところでございますので、議案を朗読させていただいて説明にかえさせていただきたいと思います。   同意第２号 京丹波町高原財産区管理会委員の選任について 次の者を、京丹波町高原財産区管理会委員に選任したいから、京丹波町財産区管理会条例第３条の規定により議会の同意を求める。 平成１８年６月１３日 提出 京丹波町長 松原茂樹   ページをめくっていただきまして、１ 高原財産区管理会委員 １名 住所 京都府船井郡京丹波町豊田九手６０番地 氏名 久保元 明 生年月日 昭和２３年９月６日でございます。   以上、よろしくお願いを申し上げます。   続きまして、議案第５６号 京丹波町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についてですが、次の議案、第５７号の京丹波町国民保護協議会条例の制定と関連をいたしておりますので、あわせてご説明を申し上げたいと思います。   両条例とも、いずれも国民保護法に基づくものでございまして、まずはお手元に資料をお配りしておりますが、その法律とどうかかわっているかについて申し上げたいと思います。   「参考資料」というふうに右肩に書かせていただいておる、「武力攻撃事態等における国民の保護のための法律に関する法律」の抜粋でございます。それをごらんいただきたいと思います。   まず、いわゆる国民保護法でございますが、目的を見ていただきますと、第１条でございますが、「武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること」、これらの事項に関しまして、「地方公共団体等の責務」、少し省略をさせていただきますが、「それを定める」ということになっております。「国全体としての万全の体制を準備し、もって武力攻撃事態等に
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おける国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする」ということで、この法律が定められているものでございます。   第３条を見ていただきますと、ここに地方公共団体の責務ということでございまして、「地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する」というふうに定めてあるところでございます。   その下の第２７条を見ていただきますと、少し省略をさせていただきますが、上段に「指定の通知を受けた」ということの条文がございますが、これは武力攻撃がもし万が一発生した場合は、国の方から通知を地方公共団体が受けるということになっておりまして、「その通知を受けた市町村長の長は」、少し省略をさせていただきますが、「直ちに市町村国民保護対策本部を設置しなければならない」というふうになっているところでございます。  この市町村対策本部につきましては、「当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる」というふうに規定がなされております。   なお、この対策本部の組織も第２８条に規定をされておりまして、「本部長については、市町村長をもってあてる」、それからその本部員でございますけれども、これももう既に法律の方で役職が規定をされております。１号では助役、２号では教育長、３号では消防団長、４号では職員のうちから任命するものということになっておるわけでございます。   なお、その下の条例の委任ということで、第３１条でございますが、規定するもののほか、対策本部に関しては条例で定めるということになっておるわけでございまして、この規定に基づいて定めようといたしますのが議案第５６号の対策本部の条例の制定についてということになるわけでございます。   従いまして、議案第５６号を見ていただきますと、大もとの部分ではもう法律に規定をされておりますので、今回の条例については、その定めようとする目的を第１条に置きまして、あと組織、あるいは会議の持ち方、それから部を置く、それから現地対策本部、こういったものの細かい部分の条例を今回定めるというものでございます。   それから、第３５条、もう一度法律の方に戻っていただきますと、「市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない」というふうに定まっておるところでございます。都道府県の国民の保護に関する計画というのは、もう既に平成１７年度に策定がされたというふうに伺っておりますが、今年の平成１８年度は市町村で定めていただきたいというような現在指導があるところでございます。   この市町村計画をどのような内容で定めるということでございますが、これは２項の１号
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から６号まで、朗読の方は省略させていただきますが、６号までに定める部分について市町村計画を定めなさいということになっております。   なお、あわせまして、第３項から第８項まででございますが、これはその定めるに当たっての手続的なものが定められておるということでございます。   下へ行きまして、第３９条でございますが、「市町村協議会の設置及び所掌事務」ということがここにございます。「市町村の区域に係る国民の保護のための措置に広く住民の意見を求めて、国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に市町村国民保護協議会を置く」ということが定められております。   次の第２項では、市町村のこの協議会は何をするかということが定めがございまして、「市町村の諮問に応じて、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する」というふうになっておるところでございます。 なお、この市町村協議会の組織につきましても、第４０条を見ていただきますと、もう既にかなりの大枠の部分は法律で定められておりまして、「会長は、市町村長をもって充てる」、それから「委員については市町村長が任命する」とされておりまして、ここの１号から８号まで、既に一定の職員の指名的な形での法律ができているというような状況でございます。   なお、この市町村協議会の組織につきましては、一番下の第８項でございますが、「それ以外の細部にわたっては市町村の条例で定める」ということになっておるわけでございます。従いまして、議案の方に戻っていただきまして、第５７号でございますけれども、この法律に基づきまして、第１条の目的あるいは委員及び専門委員、会長の職務代理、会議、監事、部会、こういった細部にわたりますものを市町村の条例で定めさせていただくということになっております。   以上、まことに簡単ではございますが、議案第５６号と５７号の説明とさせていただきます。   続きまして、議案第５８号でございます。京丹波町長期継続契約に関する条例の制定についてでございます。   この条例を定めようとさせていただきますのは、地方自治法の２３４条の３、あるいはまた自治法の施行令第１６７条の１７条の規定に根拠を持つわけでございますが、一定長期継続契約を締結するために事務の簡素化等を図ることを目的として、そういった契約に関しての必要な事項を定めさせていただくものでございます。   なお、第２条におきまして、一定長期継続契約を締結することができる内容について定め
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させていただいております。事務機器あるいは情報機器、車両、あるいはまた庁舎等の維持管理、その他、役務の提供に関する契約、あるいは特別専門性を有するような報酬等の契約について、長期に継続して契約することが可能であるという根拠を今回この条例に求めさせていただくものでございます。   なお、契約期間については、機器の耐用年数あるいは新しい機種の更新等も必要なことから、５年以内ということで定めさせていただくものでございます。   続きまして、議案第５９号 京丹波町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定についてでございます。   指定管理者制度につきましては、町長の提案理由にもございましたように、広く民間の参入を促進すること、またその能力を活用しつつ、サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的といたすものでございます。   第一条では、その定めようとする趣旨を記載いたしておりますが、いわゆる指定の手続等についての条例を定めさせていただくというものでございます。   この指定管理者の指定のあり方につきましては、一つは、公募いたしまして、その応募に基づいて候補者の選定を行うと。この選定に当たっては、指定管理者選定委員会において意見を聞くものであるということに一つはなっております。   それから、すべて公募でということになりますと、現状の委託管理をお世話になっている団体等、専門性、あるいは地元雇用等の関係もあるわけでございまして、すべて公募によるというふうにせずに、一定選定の特例を設けております。これは第５条の第３号にあるわけでございますが、施設の目的、規模、機能等を考慮した結果、特定の団体に管理を行わせることが特に必要であると認めるときには、一定公募ではなく、特定の団体を指名する形での選定も可能というふうにいたしておるところでございます。   なお、第６条は、それを行いましたときの公示、第７条では、その指定団体との協定の締結、第８条以後につきましては、指定後の管理者の取り扱いや義務などを定めさせていただいて、取り扱いについて明らかにさせていただくものでございます。   以上、議案第５９号の説明とさせていただきます。   次に、議案第６０号 京丹波町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。   これも、２枚目に新旧対照表がついておるわけでございますが、これは字句の改正ということで、第８条の第１号、「監獄」という字句を「刑事施設」というふうに、新たな法律の定めによりまして改正をさせていただくというものでございます。 
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  議案第６１号でございます。京丹波町非常勤消防団員等に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。   これも、２枚目に新旧対照表をつけさせていただいておりますが、階級で申し上げますと、今回の改正をさせていただきますのは、分団長、副分団長、部長及び班長の１０年以上から２５年未満に該当する方について、おのおの２，０００円の増額となる改正になっております。   以上、議案第６１号の説明とさせていただきます。   同意第２号から、それでは議案第６１号までの説明とさせていただきます。   以上、よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） 松村土木建築課長。 ○土木建築課長（松村康弘君） 議案第６２号 京丹波町の環境保全等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。   一番最後のページでございますけれども、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。   本条例につきましては、都市計画区域外の区域、主に和知、瑞穂地区における開発行為を行政指導する根拠となる条例でございます。   今回の条例改正は、今後予想される両地域の振興あるいは発展に資する民間による優良宅地の供給及び企業立地等の開発行為に対応するため、開発面積要件を緩和するものでございます。   まず第９条でございますけれども、許可の基準を定めております。第１項につきましては、適合基準、１号から１３号までを規定いたしております。そのうち、第２号につきまして、面積要件の改正をお願いするものでございます。現行につきましては５，０００平方メートルを超えないものから、１万平方メートルを超えないものに改正いたすものでございます。   どうぞ、ご同意のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長（岡本 勇君） 野間保健福祉課長。 ○保健福祉課長（野間広和君） 議案第６３号 船井郡京丹波町と南丹市との間の障害者介護給付費等支給認定審査会に係る事務委託に関する協議の提案理由につきましては、町長から説明がございましたので、その概要につきまして補足説明とさせていただきます。   平成１８年４月１日から、障害者自立支援法が施行されましたが、サービス体系につきましては、１０月１日から新体系へ移行をされます。新体系においてサービスの提供を受けるためには、同法第１５条に定められている、市町村が設置する審査会において障害程度区分を認定する必要がございます。本町におきましても、設置をしなければならないことになっ
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ておりますけれども、審査会の委員となっていただく方には各障害について専門性が必要であり、委員の確保が困難となっていること、及び審査判定対象者が少ないことから、南丹市に委託することにより人件費等の経費節減を図るものでございます。   なお、委員数は１０名で、２合議体により開催する予定でございます。   以上、補足説明とさせていただきますので、ご審議いただき、ご議決賜りますように、よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） 田端企画情報課長。 ○企画情報課長（田端耕喜君） 失礼いたします。それでは、議案第６４号並びに第６５号の議案が関連いたしておりますので、あわせて説明させていただきます。   先ほど、町長より提案理由の説明がありましたとおり、平成３年度において瑞穂町町営バス運行事業に係る車両といたしまして購入いたしました中型路線バス３台につきまして、老朽化に伴う更新として、議案第６４号では中型ワンステップバス２台を、議案第６５号では小型ノンステップ型バス１台をそれぞれ購入することをお認めいただきたく、上程させていただくものでございます。   更新の対象といたしております中型バスは、購入以来１５年を経過し、いずれも走行距離は５０万キロを超えている現状となっております。外観周りの腐食はもちろんのこと、冬場の融雪材まき上げ等によりまして、下周りの腐食が相当進み、安全走行に支障を来すおそれが相当高まっている状況でございます。   経過年数が長いため、このほかにも電気系統や圧縮空気を送りますエア配管の空気漏れなど、ここ最近故障が相次ぎ、修繕費用がかさむ状況となっております。   議案第６４号でお願いしております中型バスにつきましては、高齢社会の現実も視野に入れる中で、お年寄りなどの交通弱者の方がご利用いただきやすくなった５８人乗りワンステップバスの導入といたしております。配備につきましては、丹波、瑞穂事業所に各１台を備える予定であります。   また、議案第６５号でお願いしています３４人乗り小型ノンステップバスにつきましては、ワンステップ型よりもさらに進化した、乗車口より座席まで通路に段差構造のない車両でございます。配備につきましては、利用いただいております乗車人数でご迷惑のかからないよう、瑞穂事業所の小野鎌谷線で運行させる計画としております。   いずれのバスにつきましても、時代に即した車種の導入ということで、ご利用いただきます方々への利便性を向上させるものであります。   それでは、議案第６４号 中型バス購入契約についてとあわせまして、議案第６５号 小
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型バス購入契約についての議案を朗読させていただいて、説明とさせていただきます。   なお、２議案とも各バスの仕様等、概要書を添付させていただいておりますので、ご確認いただきたく存じます。   議案第６４号 中型バス購入契約について 中型バス購入について、下記のとおり購入契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求める。 記 １ 契約名 中型バス購入契約 ２ 契約金額 ３，１７１万円 ３ 契約の相手方 京都市右京区西院東中水町２０番地 三菱ふそうトラック・バス株式会社、京滋ふそうバス部長 永田安廣 ４ 契約の方法 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号の規定による随意契約 ５ 契約履行場所 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷６２番地６ 京丹波町役場 ６ 契約期間 議会の議決を得た日から平成１８年９月３０日まで 平成１８年６月１３日 提出 京丹波町長 松原茂樹   続きまして、議案第６５号 小型バス購入契約について 小型バス購入について、下記のとおり購入契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求める。 記 １ 契約名 小型バス購入契約 ２ 契約金額 １，５５４万円 ３ 契約の相手方 京都市山科区西野楳本町７０番地 京滋日野自動車株式会社、代表取締役 谷 輝夫 ４ 契約の方法 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号の規定による随意契約 ５ 契約履行場所 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷６２番地６ 京丹波町役場 ６ 契約期間 議会の議決を得た日から平成１８年９月３０日まで 平成１８年６月１３日 提出 京丹波町長 松原茂樹   以上、説明とさせていただきます。ご審議賜りましてお認めいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） 谷総務課長。 ○総務課長（谷 俊明君） 議案第６６号 町有地の処分について、ご説明申し上げたいと思います。   冒頭、町長より詳しく提案説明があったところでございますが、今回の町有地の処分につきましては、面積が５，０００平方メートルを超える、あわせまして金額が７００万円を超えるということになっておりまして、地方自治法の規定あるいは本町の条例に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。   議案を朗読させていただきまして、説明にかえさせていただきたいと思います。   議案第６６号 町有地の処分について 下記の町有地を売却することについて、地方自治法第９６条第１項第８号及び京丹波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分
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の範囲を定める条例第３条の規定により、議会の議決を求める。１ 土地の所在地 地目及び地積 所在地でございますが、京都府船井郡京丹波町院内向ヒ野９番１ 地目は山林 地積は８，１３９．５０平方メートル 京都府船井郡京丹波町院内向ヒ野１０番 地目は山林 ６７３．８２平方メートル 同じく京丹波町曽根中上１３１番１ 山林 ４万７，７６６．６９平方メートル 合計は５万６，５８０．０１平方メートル、これは実測値でございます。２番目は、売り払いの方法といたしまして、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号の規定による随意契約でございます。３つ目の売り払い価格 １億６，６００万円 ４番目の契約の相手方でございますが、大阪市住之江区新北島１丁目６番３３号 木材開発株式会社 代表取締役 谷 正剛 平成１８年６月１３日 提出 京丹波町長 松原茂樹   以上でございます。   続きまして、議案第６７号 平成１８年度京丹波町一般会計補正予算（第１号）について、ご説明を申し上げます。   今回の補正の追加額でございますが、３億１，３００万円といたしまして、補正後の額を１０３億４，１００万円とするものでございます。   ページをめくっていただきまして、第１表については後ほど事項別明細書で説明を申し上げたいと思います。   ５ページでございます。第２表、地方債の補正でございます。   今回、多くの地方債の補正を計上させていただいております。本件は、地方債の協議制度の政令が改正されまして、従来、年度末の３月に地方債の許可がなされておったわけでございますが、９月に繰り上げられるということになっておりまして、早期にその額を確定させる必要がありますことから、今回補正をさせていただいたことが１点ございますのと、あわせまして、当初予算の段階で、過疎債など、交付税算入のある有利な地方債についてですが、全体の総枠の関係で充当を控えておったわけでございますが、５月に京都府の検収を受けまして、一定額が確保できる見通しとなりましたことから、振り替え措置をさせていただいたということでございます。   したがいまして、この表からいきますと、一般公共事業債については、今回の補正でゼロといたしております。   あるいはまた、一般補助事業については、当初予算では計上していなかったわけですが、今回、４６０万円の計上をさせていただいておりますし、次のページへ行っていただきますと、一般単独、一般事業、あるいは地域活性化事業、これについても補正後はゼロというふうにさせていただいております。 



－２８－ 

  ７ページでは、臨時河川等整備事業、これを新たに４，４８０万円を発行させていただくものでございますし、その下段の地域再生事業については２，６００万円、これをゼロとさせていただくものでございます。   こういったでこぼこがあるわけでございますが、一定８ページの過疎対策事業のところを見ていただきますと、補正前が５億７８０万円、これが補正後が５億９，０２０万円ということで、一定集約させていただいた形での増額となっておるところでございます。   町債の総額では、８３０万円の増となるところでございます。   それでは、事項別明細のまずは歳出でございます。   ページをめくっていただきまして、７ページからでございます。   この７ページの歳出の総務費でございますが、積立金として減債基金に１億６，６００万円を積み立てさせていただくということで、これは土地の売払収入をもって積み立てるということでございます。   当初、この土地を取得いたしますときに、上物の事業も含めまして地方債を借り入れておるところでございまして、現状、まだその地方債の残額が１億４５０万円余り元金として残っておるところでございます。従いまして、この地方債の借り入れの繰上償還等に必要な財源として確保をしておきたいということでございます。   借入先との調整がございますので、一定まずはこの減債基金に積み立てをさせていただいておくというものでございます。   それから、児童福祉費でございます。これも町長からございましたけれども、法律改正によりまして児童手当の給付の拡充がなされたということで、３，６０８万円余りの追加補正をお願いいたしております。１子と２子が月５，０００円、３子以降については１万円の支給というふうに伺っております。   次に、８ページでございます。   農業費でございますが、一つは農業振興費で、京野菜こだわり産地支援事業補助金ということで４３５万５，０００円を計上させていただいております。京丹波町の紫ずきん協同組合に対しましての乗用防除機あるいは収穫期の購入にかかわります補助金でございます。   農地費では、委託料で１，２６０万円の測量設計等の委託料を計上させていただいておりますが、これは和知の安栖里の豊昌池、これの改修に伴う計画調査業務をはじめといたしまして、圃場整備あるいは水路の測量設計業務を計上させていただいたものでございます。   工事請負費の８４０万円でございますが、これは和知の小畑の揚水機の整備補修工事ということで８４０万円を計上させていただいております。 
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  ９ページに参りまして、河川費でございます。一番下段でございますが、これの工事請負費に３，６００万円を計上させていただいております。   大倉谷川８４２メートルのうち、本年度３９５メートル分を事業化させていただくということで、それの工事請負費に係る部分を計上させていただいたところでございます。   ページをめくっていただきまして、１０ページの河川費の水資源開発対策費でございますが、測量設計等の委託料に４６０万円を計上させていただいております。これにつきましては、旧丹波町、富田長野の町有地でございますが、畑川ダムにかかわりましての宗教法人の代替地の関係がございまして、その面積を実測する等の必要がございますので、今回計上させていただいたものでございます。   かかります経費につきましては、話がまとまれば、京都府より補償費として補償される予定となっております。   それから、都市計画費の工事請負費５００万円でございますが、これは公園から地区外への水路工事、これにつきましての追加をお願いいたしております。   それから、少し下の方に行きまして、教育費の教育総務費でございます。この委託料が１，６２８万４，０００円を計上させていただいております。耐震診断ということで、該当いたしますのは須知の幼稚園、それから下山小学校の校舎が２棟、和知中学校の校舎が２棟及び体育館が該当するものでございます。   ページをめくっていただきまして、１２ページの小学校費でございますが、これは京都府の指定を受けまして実施する事業でございまして、経費も府の支出金でほぼ賄うものでございます。１つは、豊かな体験活動推進事業に６１万円、学校評価システムの構築事業に３９０万６，０００円といたすものでございます。   戻っていただきまして、歳入でございます。 ３ページからでございますが、今回の歳出予算に充当すべき歳入予算につきましては、国庫の支出金、それから府の支出金を主なものといたしまして、あと財産の売払収入、それから町債の調整をさせていただいた部分、それ以外の部分については１７年度の一定繰越金があるわけでございまして、この繰越金の部分を充当させていただいて、歳入歳出のバランスを図らせていただいたというものでございます。   以上、まことに簡単ではございますが、議案第６７号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） ここで、暫時休憩といたします。１０時４５分までといたします。 休憩 午前 １０時３０分 
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再開 午前 １０時４５分 ○議長（岡本 勇君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。   田井水道課長。 ○水道課長（田井 勲君） それでは、私から、議案第６８号 平成１８年度京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号）について、ご説明を申し上げます。   冒頭、町長の方から提案説明がございましたように、国庫補助金の増額による補正でございます。歳入歳出それぞれ１億４，６４２万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１８億３，４４２万８，０００円とするものでございます。   地方債の補正を説明させていただきたいと思います。   ３ページをお開きください。   第２表、地方債補正、記載の目的、簡易水道事業債、補正前の限度額６億１，５００万円を補正後限度額６億５，２００万円とし、３，７００万円増額をするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と変更はございません。   続きまして、事項別明細書の３ページをお開きいただきたいと思います。   主なものについてご説明をさせていただきたいと思いますけれども、国庫補助金の増で、要望額の１５％増の交付決定がされたために、補正を行うものでございます。   水道事業分担金、補正額、増額の２，３４７万８，０００円、補正後３，８２０万８，０００円とするもので、これにつきましては、町長から報告がございましたように、みのりが丘団地の加入分担金でございます。   次に、３款の国庫支出金でございます。施設整備費国庫補助金、増額の３，１０３万７，０００円とし、２億３，７９４万５，０００円とするものでございまして、旧水道組合、丹波・瑞穂地区分で８９７万円、和知地区分で２，２０６万７，０００円となっております。   それに伴いまして、繰入金が、基金繰入金でございますけれども、水道事業基金よりの繰入金で５，０８６万２，０００円増額としまして、１億２，７６６万１，０００円とするものでございます。   次ページに行きまして、簡易水道事業債でございますけれども、増額の３，７００万円とし、６億５，２００万円とするものでございます。   ５ページの歳出でございますけれども、２款の施設費、１目、水道施設費でございます。これにつきましては、６，９２０万円増額をいたしまして、４億８，９２０万円とするものでございます。内訳といたしましては、国庫補助金割り当ての増によりまして統合簡易水道整備工事を追加するものでございまして、１億２，１００万円の増、それと１９番の負担
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金・補助及び交付金でございますけれども、京都府の工事費が決定をされまして、当初見込んでおりました工事費よりも減となりましたので、ダム建設の利水負担金を５，１８０万円減をさせていただくものでございます。   ２目の簡易水道施設費でございます。７，４７９万円の増額とし、５億３，０３２万円とするものでございます。これにつきましては、１３の委託料で１，５８９万円を増額し、主なものとしましては、西部地区の浄水場の設計委託を計上させてもらっております。   １５番の工事請負費でございますけれども、５，８９０万円の増で、統合簡易水道整備工事で管路布設工事約３キロを施工するものでございまして、５，８９０万円を増額させてもらっております。   以上、議案第６８号の水道事業特別会計補正予算（第１号）の説明とさせていただきます。   引き続きまして、議案第６９号 平成１８年度京丹波町水道事業特別会計補正予算（第１号）について、ご説明を申し上げます。   歳入歳出それぞれ１億１，３１０万円を追加しまして、歳入歳出総額それぞれ１０億４，４１０万円とするものでございます。   ３ページをお開きください。   第２表、地方債補正、下水道事業債、補正前の限度額５，５３０万円を補正後の限度額１億５８０万円とし、５，０５０万円を増額するものでございます。   次に、資本費平準化債、補正前の限度額１億３，４６０万円を補正後限度額１億３，４９０万円とし、３０万円を増額するものでございまして、合計いたしまして５，０８０万円の増額ということになります。   なお、起債の方法なり、利率、償還の方法につきましては、補正前と変更はございません。   次に、事項別明細書３ページをお開きいただきたいと思います。   ３款の国庫支出金でございますけれども、水道事業費国庫補助金が４，１００万円の増で、補正後７，７３２万９，０００円とするものでございます。これにつきましては、特定環境保全公共下水道事業の国庫補助金でございます。   繰入金、８７０万７，０００円の増で４億７，０５６万４，０００円、一般会計の繰入金でございまして、それぞれ増額補正なり財源補正によりまして、繰入金の補正をしたものでございます。農業集落排水事業分で１，１８０万７，０００円の増、特定環境保全公共下水道事業分で１０６万２，０００円の減、浄化槽市町村整備推進事業分で２０７万８，０００円の減でございます。   続きまして、５ページの３の歳出でございます。 
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  ２款、下水道費、補正額２，２５０万円、これは１６処理施設の維持管理の経費でございまして、光熱費が１，７７０万円の増と、汚泥雑水業務委託料が４５０万円の増ということになっております。   下水道費の施設整備費でございますけれども、これにつきましては、委託料が１億３５０万円、測量設計管理業務等委託料ということで１，６００万円を減額しておるわけですけれども、これは瑞穂処理区の管路の委託料でございまして、これを減とし、下山処理区の処理場工事等の委託料を１億１，９５０万円計上させてもらっております。   本年度、瑞穂処理区におきましても、管路を布設しまして道の駅等の引き込みを計画しておったわけなんですけれども、本年度におきましては下山処理区の方に入るということで、少し見合わせていただくというようなことで、瑞穂処理区から下山処理区の方へ予算の移動を行っておるものでございます。 １５の工事請負費につきましても、管路工事費の１，５４５万円につきましても、減とさせていただいております。 概要について、議案第６９号 下水道事業特別会計補正予算（第１号）の説明とさせていただきます。 ご審議をいただきまして、ご議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長（岡本 勇君） 谷総務課長。 ○総務課長（谷 俊明君） 議案第７０号 平成１８年度京丹波町桧山財産区特別会計補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げたいと思います。   今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ７万１，０００円を追加させていただきまして、補正後の額を１，５１７万１，０００円とさせていただくものでございます。   ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページでございます。   ここの歳入の財産売払収入で、４８万６，０００円の立木売払収入を計上させていただいております。これを主なものとして今回補正をさせていただいたわけでございますが、この分につきましては、財産区の直営林でございます八田東谷の立木の売り払いがあったということで、材積につきましては６万２，０５９立米分を売り払った部分でございます。この部分が４８万６，０００円の財産区の収入となっておりまして、これに伴います財源の調整ということで、こういった財源が確保できましたので、財政調整基金等を繰り戻すというような減額補正をさせていただいております。   なお、４ページの歳出でございますが、補償・補填で２万１，０００円、土地の貸付補償費ということで、これは八田山林組合に対しまして、緑資源機構施行の農業用道路、丹波・
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瑞穂第１工区の実施に伴う土地貸付補償費となっております。   それから、負担金・補助及び交付金の５万円、桧山地域振興対策補助金の関係でございますが、これにつきましては貸付林野の風倒木の処理事業の補助ということで、今回５万円を計上させていただいたものでございます。   以上、まことに簡単でございますが、議案第７０号の説明とさせていただきます。   続きまして、議案第７１号 平成１８年度京丹波町梅田財産区特別会計補正予算（第１号）でございます。   これにつきましては、今回、７１万８，０００円を追加させていただきまして、歳入歳出それぞれ１，０４１万８，０００円とさせていただくものでございます。   これも、ページをめくっていただきまして、最後のページの事項別明細書の財産売払収入の関係でございますが、京丹波町の水原の丸山地内で国道９号線の交通安全対策事業ということで、カーブの解消と歩道の確保の事業にかかわりまして財産区の土地を処分されたということで、この部分が７４０．５８平方メートルが処分の面積となっておりまして、それの売払収入が７１万８，０００円あったということでございます。   従いまして、４ページの歳出につきましては、一つは積立金として財政調整基金に１４万３，０００円を積むものでありますことと、水原区への補償費ということで５７万５，０００円を計上させていただいたということでございます。   以上、議案第７１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど、お願いを申し上げたいと存じます。 ○議長（岡本 勇君） 上田地域医療課長。 ○地域医療課長（上田 進君） それでは、議案第７２号 京丹波町国民健康保険瑞穂病院事業会計の補正予算（第１号）の補足説明をさせていただきます。   今回の補正につきましては、人件費の追加補正１，８００万円をお願いするものでございます。   まず、２枚、予算書の方をめくっていただきまして、収益的収入でございますけれども、今回、外来収益１，８００万円を追加計上させていただいております。   続きまして、次の３ページでございますけれども、収益的支出につきましては、ただいま申し上げました人件費の補正でございまして、医師、看護師の増員によります補正、それと医療技術員給につきましては、理学療法士が育児休業を取得しましたので、それの減額等含めまして１，８００万円の追加予定の予算を計上させていただいております。   以上、簡単でございますけれども補足説明とさせていただきまして、よろしくご審議賜り
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ますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） 寺井収入役職務代理。 ○収入役職務代理（寺井行雄君） ただいま認定に付されました認定第１号 平成１７年度丹波町一般会計歳入歳出決算から、認定第３４号 平成１７年度丹波町・瑞穂町水道事業組合特別会計歳入歳出決算までの３４会計につきまして、その概要を説明させていただきます。   なお、今回の決算につきましては、平成１７年４月１日から、合併前日１０月１０日までの決算となっておりまして、打ち切り決算となっております。従いまして、予算額に対しまして多額の収入未済額、不用額が生じておりますが、これらは新町に引き継がれますので、ご理解をお願いいたします。   また、今回の決算書は、旧町の様式となっております。そして、丹波町・瑞穂町水道事業組合会計の決算書につきましては、整理の都合上、丹波町歳入歳出決算書にとじ込んでおりますので、ご理解をお願いいたします。財産に関する調書につきましては、お目通しをいただきますようにお願いを申し上げます。   それでは、認定第１号 平成１７年度丹波町一般会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。   まず、１７ページでございます。丹波町の歳入歳出決算書をごらんいただきたいと思います。   まず、１７ページの実質収支に関する調書をごらんください。   歳入総額２４億９，７１０万１，５０５円、歳出総額２３億５，７１０万３，１２６円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１億３，９９９万８，３７９円の黒字決算となりました。   それでは、３０ページの事項別明細書により、歳入から款を追って、主なものつきましてご説明申し上げます。   １款、町税でありますが、年間の調定額１０億７，４９５万７，８５２円に対しまして、収入済額が６億１，８２７万２８５円、不納欠損３，５７８万８，７８３円を行い、収入未済額は４億２，０８９万８，７８４円となりました。   不納欠損につきましては、自己破産、所在不明等により、やむなく措置をさせていただいたものでございます。   ３８ページ、下段、１０款、地方交付税につきましては、収入済額９億６，６３０万２，０００円で、年度途中ということもありまして、予算に対しましては６２．５％の収入率となっております。   ４０ページ、１２款、分担金及び負担金では、２，４８８万６４円を受け入れております。
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中でも、４２ページ、２項、負担金、２節の合併推進費負担金の３，０００万円につきましては、合併関連経費として計上いたしたものでございます。丹波町が庁舎改修、和知町が電算整備、瑞穂町が合併事務経費を担当いたしまして、全経費を均等に負担し合うということから、総額を４，５００万円と見積もり、その３分の２を瑞穂町なり和知町から受け入れるということで予算計上いたしておりましたが、合併までには執行できなかったことから、新町に引き継いでおります。   次、４８ページでございますが、１４款、国庫支出金は、予算に対する収入率は１７．４％、それから５４ページでございますが、１５款、府支出金では、予算に対する収入率は３７．５％となっておりますが、決算時におきましては事業が進行中でもあり、負担金なり補助金は事業完了後交付されますことから、この時点では未収ということになっておりまして、このまま新町に引き継いでおります。   ６６ページをごらんください。   １８款、繰入金、１目、財政調整基金繰入金の３億４，０００万円でございますが、これにつきましては、先行取得用地活用対策基金の３億円と、鳥インフルエンザ対策関連事業整備基金として３，０００万円を繰り入れたものでございます。   ６８ページ、１９款、繰越金は、前年度からの繰越金で、７，３６８万６，２０３円でございます。   ７４ページ、２２款、町債につきましては、予算額５億６３０万円でございましたが、収入済額は８００万円となっておるところでございます。   以上が、歳入決算の概要でございます。   ７６ページをごらんください。   歳入予算額４７億２，２９０万２，０００円、調定額２９億７，３９９万８，６４９円、収入済額２４億９，７１０万１，５０５円、不納欠損額３，５７８万８，７８３円、収入未済額４億４，１１０万８，３６１円となったところでございます。   続きまして、歳出決算についてご説明申し上げます。   まず、７８ページの１款、議会費では、４，３６９万１，０９０円を支出いたしておりまして、人件費ほか、議会運営、議会活動に要した支出でございます。   ８０ページからの２款、総務費ですが、その主なものといたしまして、８４ページ、中段でございますが、文書広報費委託料では、有線情報に関する維持管理として、気象情報委託料なり、支障移転工事等委託料、防犯火災異常監視業務委託料に９２万８，２２７円、８６ページでは、財産管理使用料、賃借料でございますが、地上権設定に係る賃借料で４，７３
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９万５９１円を、また、８８ページ、中段でございますが、企画費の委託料では、町５０周年記念の委託料として５２８万５，７００円を、また、その下の使用料及び賃借料でございますが、電算システムリースとして３０１万３，７８０円をそれぞれ執行いたしております。   ９１ページ、上段、積立金は、先行取得用地活用対策基金として、先ほど申し上げましたように３億円を積み立てをいたしております。   ９６ページ、最下段、一番下でございますが、１３目、鳥インフルエンザ対策費の積立金でございます。平成１６年２月に発生いたしました鳥インフルエンザを教訓にいたしまして、今後の備えに供するため、３，０００万円を基金積み立てをいたしたものでございます。   ９８ページ、上段の１４目、合併推進費では、合併に向けて丹波町が担当いたしました庁舎改修工事等に１，１９０万４４６円を支出いたしたものでございます。   １００ページ、賦課徴収費委託料では、賦課業務、固定資産評価業務、地図情報システム保守、それぞれの委託料として３４９万５，５５５円を執行いたしております。   １０８ページからの３款、民生費でございますが、１１０ページ、下段の方です。 社会福祉費、委託料では共同作業所運営委託に７０５万２，０００円を、次のページの中段、繰出金では介護保険事業特別会計に３，０００万円を繰り出しております。   また、１１５ページ、上段、老人福祉費、負担金・補助及び交付金でございますが、負担金・補助及び交付金では老人クラブの活動なり生きがい対策事業等に２３８万１，９５０円を助成いたしております。   その下の繰出金は、老人保健特別会計に３，１２７万４７３円を繰り出し、１１７ページ、上段でございますが、身体障害者福祉費、扶助費では、身体障害者医療給付費をはじめ、施設訓練支援給付費などに６，０６７万６，３１６円を執行いたしたところでございます。   １１８ページ、最下段、１目、児童福祉総務費、扶助費では、児童手当をはじめ、母子乳幼児医療費給付費に３，５１５万６，５７７円を、次のページ、保育所におきましては、保育所費では１６６人の幼児を預かります１保育所１分園にかかわります人件費なり運営管理に６，７７６万２，６６２円を執行いたしております。   ４款、衛生費でございますが、１２５ページ、下段でございますが、負担金・補助及び交付金では、南丹病院組合負担金といたしまして６６７万７，０００円を、１２７ページ、上段でございますが、繰出金では国保特別会計基盤安定分２，８３２万９，０００円と、財政安定化支援分の７６７万１，０００円を、繰出基準に基づき繰り出しをいたしたものでございます。   ２目、予防費、委託料では、検査検診委託の１，９８４万６，８８０円をはじめといたし
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まして、予防費総額といたしましては２，１９５万８，６０６円を執行いたしております。   また、１２８ページ、中段、３目、環境衛生費の繰出金では、下水道事業特別会計公共下水道分といたしまして、８，１９４万１，０００円の繰り出しをいたしております。   ２項、清掃費、下段、１目、し尿処理費では、船井郡衛生管理組合分担金、し尿処理分として１，９５１万１，０００円を、１３０ページの中段でございますが、２目、塵芥処理費の負担金・補助及び交付金では、同じく船井郡衛生管理組合へ塵芥処理分として４，６４６万４，０００円を負担いたしております。   また、その下、３項、上水道費、１目、簡易水道費負担金・補助及び交付金の５，２０２万５，０００円は、基準に基づきまして丹波町・瑞穂町水道事業組合に負担をいたしたものでございます。   同じく、１３０ページからの５款、農林水産業費でございますが、１３３ページ、２目、農業総務費、最下段の繰出金の２，２２１万４，０００円は、下水道事業特別会計へ農業集落排水分として繰り出したものでございます。   次のページの最下段、４目、畜産振興費、工事請負費は、堆肥センター関連整備工事として４，０７５万８，９００円を、また１３６ページ、６目、丹波食彩の工房運営費では、工房の管理運営経費に３，５５１万９３９円をそれぞれ支出をいたしております。   １４２ページからの６款、商工費でございます。   １４５ページ、上段、商工振興費、負担金・補助及び交付金では、小規模事業者指導事業補助金として３２０万円など、総額３３３万円を、その下の観光費、負担金・補助及び交付金では京都府観光連盟会費など、総額４４万７，０００円を負担しております。   １４４ページからの７款、土木費でございますが、１４８ページ、２項、道路橋梁費でございますが、道路の維持管理並びに道路舗装工事など、支出をする科目でありますが、１０月までの予算執行は少なく、前払金や一部の用地購入などで７５７万４，７５６円のみ予算執行となっております。   １５４ページでございますが、最下段でございます。２目、都市公園費、公有財産購入費におきましては、須知公園用地３，５９４．５５平方メートルの取得によるもので、９，７８１万５０５円を、１５６ページ、下段、住宅管理費、負担金・補助及び交付金では、台風２３号に伴います地域再建被災者住宅等支援事業補助として、一部破損１７件、床上浸水１２件、合計２９件分、９８０万１，２３３円を助成いたしたものでございます。   ８款、消防費では、消防団員の報酬、退職報償に１，４５０万１，５００円、１６１ページ、最上段でございますが、常備消防費では京都中部広域消防組合負担金として７，８３０
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万円を負担いたしたところでございます。   １６０ページからの９款、教育費でございますが、１幼稚園、３小学校、１中学校、それぞれ学校、幼稚園の運営管理、教育振興に要した経費でございまして、特色ある学校づくり、園づくりに執行いたしたものでございます。   また、１６９ページ、上より２段目でございますが、工事請負費につきましては、竹野小学校の屋外教室改修工事の９９万円でございます。   少し飛びまして、１８８ページ、下段、１０款、災害復旧費でございますが、平成１６年１０月２０日に発生し、甚大な被害をもたらしました台風２３号による道路、農地、農業用施設、林地等の災害復旧費に執行いたしました。ほとんどが繰越事業費の対応でございますが、一部新町に引き継いでおります。   １９４ページ、１１款、公債費でございますが、借入金の元利償還として１億２，７４３万８，６６５円を支出いたしたものでございます。   以上、一般会計歳出決算の概要でございます。   １９８ページ、最下段、歳出予算総額４７億２，２９０万２，０００円、支出済額２３億５，７１０万３，１２６円、不用額２３億６，５７９万８，８７４円となりました。   以上、まことに簡単でございますが、丹波町一般会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第２号 平成１７年度丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明をさせていただきます。   ２１５ページの実質収支に関する調書をごらんください。   歳入総額３億５，８４６万９，０５２円、歳出総額３億５，２０２万８，７８１円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに６４４万２７１円の黒字決算となりました。   丹波町の国民健康保険加入世帯は１，８３９世帯、被保険者は３，７２６人でございます。   それでは、２１６ページの歳入から説明をさせていただきます。   国保会計の主な歳入の財源となっております国民健康保険税の収入では、同じページの中段、１目、一般国保の医療給付分の現年度調定額１億５，９０４万２，８００円、その下の介護納付金の現年度調定額１，１２３万５，４４７円、２目の退職国保医療給付分現年度分の調定額３，６１３万１，３００円、その下の介護納付金現年度分の調定額２９２万７，９５３円、これら４つを合わせました調定額が２億９３３万７，５００円に対しまして、収入額は４つ合わせまして９，２２７万３，３００円となっております。   収入未済額は、同じくこの４つを合わせまして１億１，７０６万４，２００円となってお
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りまして、現年度分の収納率は、一般国保で４２．１％、退職国保は５２．７％となっております。   そのほか、国保に関します収入といたしましては、２１８ページ、３款、国庫支出金１億１５４万円、次のページの４款、療養給付費交付金に３，９１３万８，０００円、５款、府支出金１１３万３，０６６円、２２２ページの６款、共同事業であります高額医療費に対します交付金といたしまして８１１万１，７７９円であります。   また、２２４ページ、８款、繰入金は、１億５８６万４，０００円で、その内訳といたしまして、一般会計からの繰り入れが３，６００万円、また２２６ページ、基金繰入金が６，９８６万４，０００円となっているところでございます。   以上、これらの歳入合計、２３０ページでございますが、調定額５億６，９５３万４，４８７円、収入済額３億５，８４６万９，０５２円、不納欠損額３，２５４万６，１７９円、収入未済額１億７，８５１万９，２５６円となりました。   続きまして、次のページの歳出でございますが、主なものといたしましては、２３６ページ、２款、保険給付費に２億１，７５３万９，９９９円、そのうち療養諸費に１億９，２４７万９，６４９円、次のページの高額医療費に２，１８４万１，９９７円を執行いたしております。   そのほか、２４２ページ、老人保健拠出金に９，１６１万３，７９５円、その下の介護給付金に２，４７８万１，９３７円、その下の共同事業なり、次のページ、高額医療に４５３万２，２６５円、２４６ページ、２項、健康管理センター事業費に７０３万７，９０５円などを支出いたしております。   これらを主な支出といたしまして、２５４ページ、歳出予算額７億３，４９０万２，０００円、支出済額３億５，２０２万８，７８１円、不用額３億８，２８７万３，２１９円となりました。   以上、丹波町国民健康保険事業特別会計の決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第３号 平成１７年度丹波町老人保健特別会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。   ２６７ページの実質収支に関する調書をごらんください。   歳入総額４億９０９万８，５２８円、歳出総額４億９０９万８，５２８円、歳入歳出差引額、実質収支額ともにゼロであります。   丹波町の老人保健医療対象者は、６５歳から７４歳が４８人、７５歳以上が１，４０６人になっております。 
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  それでは、２６８ページの歳入の事項別明細書により、説明をさせていただきます。   １款、支払基金交付金でございますが、２億２，４７８万８，９５２円、２款、国庫支出金、１億３，０７９万４，０００円、２７０ページでございますが、３款の府支出金２，２２４万５，０００円をそれぞれ受け入れております。   また、２７０ページでございますが、４款では一般会計より３，１２７万４７３円を繰り入れております。   以上、これらを主な収入といたしまして、２７３ページ、調定額４億９０９万８，５２８円、収入済額４億９０９万８，５２８円となりました。   続きまして、２７４ページの歳出でございます。   同じページの１款、医療諸費に４億３１７万７，２０８円を支出いたしております。医療諸費が老人特別会計の歳出の大部分でありまして、２７９ページをごらんください。最下段、歳出予算額が９億２，１２７万６，０００円、支出済額が４億９０９万８，５２８円、不用額５億１，２１７万７，４７２円となっております。   以上が、丹波町老人保健特別会計決算の報告とさせていただきます。   続きまして、認定第４号 平成１７年度丹波町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   まずは、２９１ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。   歳入総額２億８，６０３万１，５３２円、歳出総額２億４，９３７万９，５９８円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに３，６６５万１，９３４円の黒字決算となったところでございます。   丹波町の現状といたしましては、第１号被保険者は２，２９５人で、総人口に占める割合は２６．２％、要介護認定者数は、２号被保険者を含めまして３７５人となっております。   また、居宅サービスなり施設サービスの利用者は３２１人となっておりまして、サービスの利用割合は８５．６％となっているところでございます。   ２９２ページをごらんください。   歳入でございますが、１款、保険料、６５歳以上を対象とした第１号被保険者の徴収分といたしまして、調定額９，９８３万４，９００円に対しまして、収入額４，６６２万５，４００円、収入未済額５，３２０万９，５００円となっております。   収入未済額の中には、１６年度以前の収納できなかった滞納分といたしまして、２９７万円余りを含んだ額となっております。   ほかの収入といたしましては、３款、国庫支出金７，９８１万５，０００円、次のページ
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の４款、支払基金交付金といたしまして８，２２３万２，６５３円、５款、府支出金２，９５９万４，０００円、２９６ページの６款、繰入金は、一般会計からの繰り入れでございまして、３，０００万円を受け入れております。   これらを主な収入といたしまして、３０１ページ、最下段、調定額３億３，９２４万１，０３２円、収入済額２億８，６０３万１，５３２円、収入未済額が５，３２０万９，５００円となりました。   続きまして、３０２ページの歳出でございます。   ３０４ページをお開きください。   ２款、保険給付費に２億４，３９６万９，６００円の支払いを行っております。その内訳といたしましては、３０６ページ、第１項、介護サービスに２億３，３３８万７，６１３円、その下の支援サービスに８７４万２，８２６円、４項の高額介護サービスの１５０万２９６円などが主なものでございます。   以上、３１３ページ、歳出予算額５億８，６３１万４，０００円、支出済額２億４，９３７万９，５９８円、不用額３億３，６９３万４，４０２円となりました。   以上、丹波町介護保険事業特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第５号 平成１７年度丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算でございます。   まずは、３２５ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額１億７，７８５万５，１７９円、歳出総額１億７，１９６万１，１０２円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに５８９万４，０７７円の黒字決算となったところでございます。   丹波町の下水道事業につきましては、旧地区の農業集落排水、３地区の特定環境保全公共下水道を運営いたしております。１２施設での加入は１，８４１件で、使用数は１，６５３件であり、施設使用率は８９．８％となっております。   ３２６ページからの歳入でございます。   ２款、使用料及び手数料では、調定額５，６９５万１，４５０円に対しまして、収入済額４，２１６万６，３５０円、収入未済額１，４７８万５，１００円となっております。   なお、３３０ページ、３款、国庫支出金なり、４款、府支出金は、年度途中ということでの決算でありますことから、この時点では受け入れておりません。   ３３２ページ、５款、繰入金では、一般会計から１億３，４１５万５，０００円を繰り入れております。 
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  これらを主な収入といたしまして、最下段でございますが、調定額１億９，２６４万２７９円、収入済額が１億７，７８５万５，１７９円、収入未済額が１，４７８万５，１００円となったところでございます。   続きまして、３３６ページの歳出でございます。   ２款、下水道費、１項、公共下水道費には、２，１４７万７，９９２円を主に３施設の維持管理に執行いたしております。   ３４０ページ、２項、農業集落排水費では、旧施設の維持管理に支出をいたしておりまして、中でも工事請負費の２０４万円につきましては、須知処理場の外溝工事代金でございます。   また、３４２ページ、公債費は、１億１，７９７万３，２１０円で、地方債元利償還金でございます。   以上、これらを主な収入といたしまして、３４５ページ、歳出予算額３億８，７００万円、支出済額１億７，１９６万１，１０２円、不用額２億１，５０３万８，８９８円となったところでございます。   以上、まことに簡単ですが、丹波町下水道事業特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第６号 平成１７年度丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算でございます。   ３５７ページの実質収支に関する調書でございますが、歳入総額６，４７１円、歳出総額ゼロ、歳入歳出差引額並びに実質収支額ともに６，４７１円の黒字決算となっております。   ３５８ページ、歳入では、昨年同様、財産収入として基金利子のみでありますし、３６０ページ、歳出では、土地開発基金への繰出金３万円を予算化しておりましたが、この時点では執行いたしておりません。   以上が、丹波町土地取得特別会計決算の報告とさせていただきます。   続きまして、認定第７号 平成１７年度丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。   ３７３ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額２７万１，２５７円、歳出総額２６万円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１万１，２５７円の黒字決算となりました。   ３７６ページ、歳入の主なものといたしましては、基金を取り崩しての２２万円でございます。   歳出は、３７８ページ、２款、育英費として２６万円を支出いたしました。今年度の育英
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生は、高校生、年額１２万円、兄弟がある場合には２人目以降は半額となっておりますが、５名、大学生、年額１８万円の２名、合計７名に対しまして、第一期分として給付をいたしたものでございます。   以上、丹波町育英資金給付事業特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第８号 平成１７年度丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。   ３９１ページ、実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１５９万４，０６９円、歳出総額４０万４，８１８円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１１８万９，２５１円の黒字決算となっております。   ３９２ページ、歳入では、昨年同様、財産貸付収入、寄附金、前年度繰越金の収入を財源として確保いたしまして、３９８ページからの歳出では、須知地区におきましては敬老祝賀会の補助、区長会補助等に、竹野地区におきましては事務局会議費等に支出をいたしたもの  でございます。   以上、まことに簡単ですが、丹波町の須知財産区特別会計決算の報告とさせていただきます。   続きまして、認定第９号 平成１７年度丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算でございます。   ４１５ページ、実質収支に関する調書でございますが、歳入総額３８万３，８３２円、歳出総額６万６１０円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに３２万３，２２２円の黒字決算となりました。   次のページの歳入では、寄附金、繰越金を主な収入といたしまして、４２０ページの歳出では、森林組合賦課金等に支出をいたしたものでございます。   以上、まことに簡単ではございますが、丹波町高原財産区特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、決算書、瑞穂町をごらんいただきたいと思います。   一番最初の認定第１０号の平成１７年度瑞穂町一般会計歳入歳出決算でございます。   まず、１４９ページの実質収支に関する調書をごらんください。   ここでは、１，０００円どめの表記となっておりますが、１円単位まで申し上げます。以後の瑞穂町の特別会計も同様とさせていただきます。   歳入総額１９億５，６６４万５，９１１円、歳出総額１８億７，３３２万２，６８６円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに８，３３２万３，２２５円の黒字決算となっております。 
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  それでは、少しページを戻っていただきまして、１０ページになります。   １０ページの事項別明細書によりまして、歳入から款を追って、主なものにつきましてご説明申し上げます。   歳入、１款、町税でございますが、年間の調定額４億９，１４２万３，５３９円に対しまして、収入済額２億７，５７４万５，２１５円、収入未済額２億１，５６７万８，３２４円でありまして、収納率は５６．１％となっております。   少しページをめくっていただきまして、１４ページの上段でございますが、１０款、地方交付税につきましては１５億９，５４９万８，０００円で、収入済額が１０億４，２１６万１，０００円でありますが、最終的には１４億余りを見込んでおり、残りは新町に引き継いでおります。   １６ページ、１３款、使用料及び手数料の１節、農業使用料の農業多元情報施設使用料でございますが、この２，２８７万３，３６０円は、合併までのＣＡＴＶ使用料１，８４１戸分でございます。   最下段、商工使用料、観光使用料では、質志の鍾乳洞公園入園料として７３２万９，７５０円を受け入れております。府下唯一の鍾乳洞として、年間２万人程度の観光客を迎え入れております。   ２０ページでございますが、１４款、国庫支出金、及び、２２ページ、１５款、府支出金につきましては、それぞれ事業進行中のためこの時点では受け入れておりませんことから、収納率が低くなっております。   ２８ページ、１８款、繰入金は、特別会計の繰入金、基金繰入金、財産区からの繰入金で、総額２億６，７６２万２，１８０円を受け入れております。   また、１９款、前年度繰越金は、１億３，３５４万６，９７０円となったところでございます。   以上が、歳入決算の概要でございます。   最下段の歳入予算額４３億１，０９８万円、調定額２１億８，０６９万５，２７５円、収入済額１９億５，６６４万５，９１１円、収入未済額２億２，４０４万９，３６４円となったところでございます。   続きまして、歳出決算でございますが、まず３８ページの１款、議会費でございますが、３，７２８万２，１６１円を支出いたしております。人件費のほか、議会運営、議会活動に要した経費でございます。   ４０ページからの２款、総務費でございますが、その主なものといたしまして、少しペー
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ジをめくっていただきまして、４７ページ、中段、５目、財産管理費、工事請負費では、旧ＪＡ三ノ宮倉庫を三ノ宮農業づくり協議会事務所とするための改修工事が１件、１３６万５，０００円を支出いたしております。電気工事とか外装工事代は含まれておりませんので、この後の工事となっております。   その下の公有財産購入費は、旧ＪＡ桧山機械センターの土地、家屋を取得し、農業公社の事務所として活用するものでありまして、３，８４８万６，８１４円を支出いたしております。   ５０ページでございますが、上段の８目、交通対策費では、町営バス運行事業特別会計の方に１，０３６万２，０００円を繰り出し、９目、グリーンランド振興費委託料では、グリーンランドみずほ管理運営委託料として２，５００万円を執行いたしております。   ５２ページ、上段の１１目の合併推進費でございますが、合併に要する経費でありまして、瑞穂町は合併事務経費を担当いたしまして、公印とか、町旗、封筒印刷作成などに要した経費としまして４２５万３，３０３円を支出いたしております。   ６２ページからの３款、民生費でございますが、そこからまた少しページをめくっていただきまして、６５ページ、１目、社会福祉総務費、負担金・補助及び交付金では、社会福祉協議会運営補助金７００万６，０００円、それから民生児童委員協議会活動補助金に２８６万６，０００円などを合わせて、１，１９７万９，７８８円を執行いたしております。   ６６ページ、中段で、２目、障害者福祉費委託料では、共同作業所入所訓練事業委託料６２２万３，０００円、最下段の工事請負費では共同作業所下水道改修工事に４２０万円、少し飛びまして、６９ページ、中段２０節の扶助費でございますが、身体障害者に対します各種支援施策に２，６４５万４，１２０円を支出いたしております。   少しページをめくっていただきまして、７３ページの最上段の３目、老人福祉費、負担金・補助及び交付金では、シルバー人材センターへの運営補助金として４００万円を、その下、繰出金では老人保健特別会計に２，５００万円を繰り出しておるところでございます。   ７４ページ、最下段の２目、児童福祉費、１目、児童福祉総務費、扶助費では、すこやか手当といたしまして、第３子、月額３，０００円が２８件、第４子以上の場合は５，０００円でございますが、８件、合わせて１４５万３，０００円を支給いたしました。   また、すこやか子育て医療費といたしまして、２，６５４件、５１１万６，５３５円を支出いたしたところでございます。   ７６ページ、下段の方ですが、４目、児童福祉施設費は、１０７人の幼児を預かっております桧山、梅田、質美、３保育所の人件費なり運営管理に係る経費で、６，６１９万７９８
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円を執行いたしております。   ８０ページからの４款、衛生費でございますが、８３ページ、下段、１目、保健衛生総務費委託料では、各種検診委託料等に５１２万４，３６５円、８５ページ、上段、船井郡衛生管理組合火葬場維持管理分担金に１３４万１，０００円を執行いたしております。   ８６ページ、上段、４目、診療諸費の負担金・補助及び交付金では、南丹病院組合負担金としまして３５９万７，０００円を、病院事業会計運営補助金に１億円、瑞穂病院事業会計補助金利子分といたしまして１，５２７万５，３９９円を、その下の投資及び出資金では、病院事業会計出資金として元金分３５９万３７７円を執行いたしております。   最下段の２目、清掃費、負担金・補助及び交付金では、船井郡衛生管理組合に塵芥処理分として２，５２４万８，０００円を、８８ページ、２目のし尿処理費では、し尿処分分といたしまして２，２１７万３，０００円をそれぞれ分担金として支出をいたしております。   ８８ページでございますが、５款、労働費の主なものといたしましては、内職友の会運営経費１２８万５，０００円であります。現在、６０名程度の会員で、和裁を中心に仕事をされておられるように伺っております。   ９０ページからの、６款、農林水産業費では、９３ページ、最下段でございますが、３目、農業振興費、使用料及び賃借料のイベント機材借上料１０５万円は、例年秋に開催しておりました瑞穂まつりを、８月１７日の納涼大会に合わせ、前倒しして実施したものでございます。   また、９５ページ、瑞穂町農業公社運営補助金として２，４００万円を執行いたしております。   ９４ページ、最下段、４目、畜産業費、工事請負費では、共同飼育舎解体工事に４９万９，８００円を執行いたしております。公設民営の施設でありましたが、合併を機に壊し、その土地を所有者に返還するものであります。   ９７ページ、上段、負担金・補助及び交付金、瑞穂町堆肥センター改修事業補助金２８２万４，０００円は、２３号台風による屋根改修に伴うものでございます。   ５目、農地費、負担金・補助及び交付金では、９９ページ、最上段でございますが、農業施設維持補修費補助金として、水路、作業道など６件分、３２８万９，０００円を助成し、また土地改良区運営補助金として１５０万円を助成いたしております。   ９８ページ、中段の６目、山村振興対策費工事請負費でございますが、集落道の改良工事費として水原地内道路改良に２，７７２万７，９５０円を支出いたしたものでございます。   ７目、山村開発センター費は、センターの運営管理に要する経費といたしまして４３８万
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６，６６４円を、８目、農村情報施設管理費は、ＣＡＴＶに係る運営管理経費として３，１５３万１，３００円を支出いたしております。   １０６ページ、最上段、林業振興費、負担金・補助及び交付金では、有害鳥獣捕獲助成金１２万円、瑞穂町森林組合運営補助金６００万円、菌床シイタケ栽培農家補助金８１万円等を補助いたしております。   その下の７款、商工費でございますが、最下段の２目、商工振興費、負担金・補助及び交付金では、商工会小規模事業経営支援事業補助金として５００万円を、１０８ページ、中段でございますが、３目、観光費委託料では、鍾乳洞公園管理運営委託として協力会に６０８万２，０５６円を、その下の負担金・補助及び交付金では、瑞穂町の納涼大会に１００万円を補助いたしたところでございます。   ８款、土木費でございますが、全体的に言えますことは、工事等につきましては、入札、発注はいたしておりますものの、この時点では支払いまでには至っていないということから、不用額が大きくなってきております。   １１２ページ、上段、２目、道路維持費、工事請負費では、町内各所道路舗装等修繕に１，０６８万３，７５０円を、１１５ページ、上段、３目の道路新設改良費、工事請負費は、道路改良工事に４，７８２万７，５５０円を、道路拡幅に伴う土地購入費１，０１２万６，５３０円などを執行いたしたものでございます。   １１６ページ、下段の２目の住宅建設費、工事請負費では、三ノ宮地区の町営住宅建築工事として６戸分、６，９５７万１，６００円を、そのほか、道路とか築山等、関連工事に２，４４９万４，４００円を支出いたしております。   ９款、消防費につきましては、最下段、１項、消防費、１目、常備消防費として、京都中部広域消防組合に、ルールに基づきまして４，４１０万円を負担いたしたところでございます。   次に、１２０ページからの教育費でございますが、４小学校、１中学校、それぞれ学校運営管理、教育振興に要した経費でございまして、特色ある学校づくりに努めたところでございます。   １４１ページをごらんください。   ４項、社会教育費、２目、公民館費では、町内各公民館の運営管理に関する経費でございまして、中段の委託料では、４公民館での各教室、運動会、敬老会事業などの活動のために４３９万６，０００円を支出いたしております。   また、その下の工事請負費では、三ノ宮基幹集落センターの下水道改修工事に１，２０７
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万５，０００円を執行いたしております。名称は公民館ではございませんが、地域の文化振興活動の拠点として公民館機能を果たしていることから、本科目で執行いたしているものでございます。   １４４ページ、上段、２目、体育施設費工事請負費では、三ノ宮農村公園グラウンド改修工事として、水はけ、表土の入れかえを行い、３９９万円を執行いたしております。   同じく、１４４ページの１１款、災害復旧費の１億３，９５０万円１，１８６円は、一昨年１０月に発生いたしました台風２３号によります道路、農地、農業用施設等の災害復旧に執行いたしました。工事費にいたしまして、約３５％の執行となっており、後は新町に引き継いでおるところでございます。   １４６ページ、１２款、公債費の２億５，４７５万２，０６３円につきましては、それぞれ長期資金の元利償還をいたしたものでございます。   以上が、一般会計歳出決算の概要でございます。   最下段、歳出予算総額４３億１，０９８万円、支出済額１８億７，３３２万２，６８６円、不用額２４億３，７６５万７，３１４円となりました。   以上、まことに簡単ではございますが、瑞穂町一般会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。 ○議長（岡本 勇君） 説明の途中なんですけれども、ここで暫時休憩といたします。   再開は、１時３０分までとしまして、その間、休憩といたします。 休憩 午後 ０時００分 再開 午後 １時３０分 ○議長（岡本 勇君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。   平成１７年度瑞穂町国民健康保険特別会計から、決算書についての説明を求めます。   寺井収入役職務代理。 ○収入役職務代理（寺井行雄君） それでは、続きまして、認定第１１号 平成１７年度瑞穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、説明をさせていただきます。   まず、事業勘定からでございますが、１８１ページ、実質収支に関する調書をごらんください。   歳入総額２億２，９０６万６９１円、歳出総額２億１，２７０万４，４８６円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１，６３５万６，２０５円の黒字決算となっております。   瑞穂町の国民健康保険加入世帯は、９月末で１，２３１世帯、被保険者数は２，３８７人でございます。 
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  それでは、少しページを戻していただきまして、１６４ページの歳入の事項別明細から説明をさせていただきます。   国保会計の主な収入の財源となっております１款、国民健康保険料は、調定額１億６，９９２万９，２２４円、収入済額７，３３５万６，９２５円、収入未済額９，６５７万２，２９９円となっておりまして、収納率は４３．２％で、半年間の収納をいたしておるところでございます。   そのほか、国保に関します主な収入といたしましては、３款、国庫支出金の５，０２４万７，０００円、次のページの４款、府支出金８１万９，５３０円、５款、療養給付費交付金で３，８１１万１，０００円、６款、共同事業であります高額医療費に対する交付金といたしまして４７０万６，９１１円、８款、繰入金５，４１８万５，０００円などでございます。   その繰入金の主な内訳でございますが、一般会計からの繰り入れが３，５００万円と、１６８ページになりますが、基金からの繰り入れが１，９１８万５，０００円となっております。   以上、これらを主な収入といたしまして、最下段でございますが、調定額４億２，４４５万６，０５０円、収入済額２億２，９０６万６９１円、収入未済額１億９，５３９万５，３５９円となったところでございます。   続きまして、次のページの歳出でございます。   主なものといたしましては、１７２ページ、２款、保険給付費でございますが、１億４，２９０万２９３円、そのうち療養諸費に１億２，６１９万１，３９４円、２項の高額療養費に１，５５５万１，１０１円を執行いたしております。   そのほかの歳出といたしましては、１７４ページの３款、老人保健拠出金に４，０７２万１，０９２円、１７６ページの４款、介護納付金に１，６３８万８，６５１円、その下の共同事業拠出金では、高額医療に６５５万６，２４６円などを支出いたしております。   以上、これらを主な支出といたしまして、１７８ページの最下段でございますが、歳出予算額４億９，２２１万６，０００円、支出済額２億１，２７０万４，４８６円、不用額２億７，９５１万１５１４円となったところでございます。   続きまして、１８３ページからの直営診療施設勘定でございます。   １９７ページの実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１，３４０万８，６２５円、歳出総額１，１７４万７，９７３円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１６６万６５２円の黒字決算となりました。   １７年度の質美診療所の状況でございますが、週３日、それぞれ半日の診療で、診療実日
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数７６日、診療延べ患者数１，８４４人、１日平均患者数が２４人、１日平均診療収入は１５万１，６１６円、１件当たりの平均診療費は１万６６９円となっております。   それでは、１８８ページからの収入でございますが、収入の大部分を占めます１款、診療収入では８１９万６，６６３円を、４款、繰入金では、事業勘定より運営費として１９０万円の受け入れをいたしております。   これらを主な収入といたしまして、１９０ページ、調定額１，３４０万８，８９５円、収入済額１，３４０万８，６２５円で、収入未済額は２７０円となっております。   続きまして、１９２ページの歳出でございますが、１款、総務費におきましては、週３日の診療にかかります医師、看護師、事務員の人件費、診療所の運営管理経費でございまして、６９７万７，７６３円を、１９４ページ、２款、医療費では、医薬材料などに４７７万２１０円を支出いたしております。   これらを主な支出といたしまして、歳出予算額２，６６４万８，０００円、支出済額１，１７４万７，９７３円、不用額１，４９０万２７円となりました。   以上、瑞穂町国民健康保険特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１２号 平成１７年度瑞穂町老人保健特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ２１３ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額３億２，２９８万４，０６８円、歳出総額３億１，０２０万４，４２６円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１，２７７万９，６４２円の黒字決算となりました。   瑞穂町の老人保健医療対象者は、６５歳から７４歳までが３６人、７５歳以上が１，０６６人でございます。   それでは、また戻っていただきまして、２０６ページからの歳入でございます。   １款、支払基金交付金では、主に医療費交付金といたしまして１億８，３０３万９，５６８円を、２款、国庫支出金では、医療費国庫負担金といたしまして９，７８３万８，０００円を、３款、府支出金では、医療費府負担金として１，６６４万円を受け入れ、４款、繰入金では、一般会計から２，５００万円を医療費繰入金として受け入れております。   以上、これらを主な収入といたしまして、２０８ページ、最下段でございますが、調定額３億２，２９８万４，０６８円、収入済額３億２，２９８万４，０６８円となったところでございます。   続きまして、２１０ページからの歳出でございます。   同じページの２１０ページの１款、医療費、１目、療養諸費では、現物給付分、現金支給
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分、審査支払委託料を合わせまして３億７１１万８，９４３円を支出いたしております。   この医療費諸費が、老人保健特別会計歳出の大部分でありまして、最下段でございますが、歳出予算額７億４，１４６万円、支出済額３億１，０２０万４，４２６円、不用額４億３，１２５万５，５７４円となったところでございます。   以上、まことに簡単ですが、瑞穂町老人保健特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１３号 平成１７年度瑞穂町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。   まずは、２２７ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額２，３８３万９，１２０円、歳出総額２，３０４万１，３８３円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに７９万７，７３７円の黒字決算となっております。   １７年４月から合併までの１０月１０日までの間に、瑞穂町におけます５路線の乗車数は２万５，２７１人となっておりまして、児童・生徒の通学によります利用が大半を占めておるところでございます。   少し戻っていただきまして、２２０ページの歳入より説明申し上げます。   １款、事業収入では、８７３万８，１７１円で、半年間の運賃収入でございます。   ４款、繰入金１，４３６万２，０００円の内訳は、一般会計からの繰り入れが１，０３６万２，０００円と、町営バス運行事業基金からの４００万円の繰り入れを行ったものでございます。   以上、これらを主な収入といたしまして、最下段でございますが、調定額２，４０６万１，５７０円、収入済額２，３８３万９，１２０円、収入未済額２２万２，４５０円となったところでございます。   続きまして、２２２ページからの歳出でございます。   １款、事業費といたしましては、人件費なり事務所の運営経費に２，１５２万３，９８１円を、２２４ページ、２款、公債費では、長期資金の償還元利分でございまして、１５１万７，４０２円を支出いたしております。   これらを主な支出といたしまして、最下段でございますが、歳出予算額４，３４１万２，０００円、支出済額２，３０４万１，３８３円、不用額といたしまして２，０３７万６１７円となったところでございます。   以上、瑞穂町町営バス運行事業特別会計決算の説明にかえさせていただきます。   続きまして、認定第１４号 平成１７年度瑞穂町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、説明をさせていただきます。 
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  まずは、２５１ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額１億７，１００万１，５４７円、歳出総額１億５，８９２万５８３円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１，２０８万９６４円の黒字決算となったところでございます。   現状といたしましては、第１号被保険者が１，６４５人で、総人口に占める割合は３１．２％となっております。要介護認定者数は、２号被保険者を含めまして２７８人となっております。また、居宅サービス、施設サービスの利用者は２０９人となっておりまして、サービス利用割合は７５．２％になっているところでございます。   それでは、少し戻っていただきまして、２３８ページでございます。   歳入でございますが、１款、保険料では、現年度、過年度分を含めまして２，６２９万６，０００円を収納いたしております。ほかには、３款、国庫支出金５，３８６万７，０００円、４款、支払基金交付金５，５６１万５，０００円、５款、府支出金１，９２２万９，０００円などを含めまして、２４０ページの最下段でございますが、調定額３億８，９６３万９，９８６円、収入済額１億７，１００万１，５４７円、収入未済額２億１，８６３万８，４３９円となりました。   続きまして、２４２ページからの歳出でございますが、２４４ページ、２款、保険給付費に１億５，００８万９，９５９円を支出いたしております。その内訳といたしましては、介護サービスの１億４，５６１万１，０２５円、２４６ページ、支援サービスの４１６万７，６６７円、高額介護サービスの６万７，９７２円でございます。   ２４８ページ、４款、基金積立金の２００万円は、介護給付費準備基金でございます。   これらを主な支出といたしまして、最下段、歳出予算額３億９，９７０万４，０００円、支出済額１億５，８９２万５８３円、不用額２億４，０７８万３，４１７円となったところでございます。   以上、瑞穂町介護保険特別会計決算の説明とかえさせていただきます。   続きまして、認定第１５号 平成１７年度瑞穂町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算についてでございます。   ２６９ページの実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１億４１９万４，８５６円、歳出総額９，６３４万５，１４４円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに７８４万９，７１２円の黒字決算となったところでございます。   瑞穂町の農業集落排水事業は、下大久保、質美、梅田の３処理区でございまして、総数４５９世帯のうち、水洗化を終えているのが３７４世帯でありまして、水洗化率は８１．５％となっております。 
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  また、合併処理浄化槽の対象世帯は６８９世帯、対象人口１，７８６人でございまして、６９．６％の水洗化率になっております。   それでは、少しページを戻っていただきまして、２５８ページの歳入から申し上げます。   １款、分担金及び負担金では、農業集落排水事業並びに浄化槽市町村整備推進事業分担金といたしまして、１，０１１万円を受け入れております。   ２款、使用料及び手数料の１，２８７万６，５００円は、合併までの農業集落排水並びに合併浄化槽の使用料でございます。   そのほか、６款、繰入金では、８，０００万円を一般会計より繰り入れをいたしております。   以上、これらを主な収入といたしまして、２６０ページでございますが、調定額１億９８８万３，１５６円、収入済額１億４１９万４，８５６円、収入未済額５６８万８，３００円となったところでございます。   続きまして、２６２ページからの歳出でございます。   ２項、施設管理費では、農業集落排水施設、合併浄化槽の維持管理に１，１３５万３９４円を支出いたしております。中でも、光熱水費、汚泥引き抜きなり、清掃委託が高額となっているところでございます。   ２６６ページ、２目、浄化槽市町村整備推進施設費、工事請負費でございますが、２，６０７万９，０００円は、平成１５年から実施をしております浄化槽市町村整備推進事業に基づき、１７年度分として、上大久保地区ほか４件の浄化槽設置工事を行ったものでございます。   ３款、公債費４，８９４万５，１８９円につきましては、長期資金の元利償還金で支払ったものでございます。   これらを主な支出といたしまして、歳出予算額２億１，６２６万２，０００円、支出済額９，６３４万５，１４４円、不用額１億１，９９１万６，８５６円となったところでございます。   以上、瑞穂町農業集落排水事業特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１６号 平成１７年度瑞穂町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。   ２８９ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額１億５，３７７万８，８８０円、歳出総額１億２，６９２万２，５８６円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに２，６８５万６，２９４円の黒字決算となっております。 



－５４－ 

  瑞穂町の公共下水道の処理区域の世帯は７７３世帯、人口にして２，１２３人でありまして、水洗化率としましては６７．７％となっているところでございます。   それでは、またページを少し戻っていただきまして、２７８ページ、歳入より説明させていただきます。   １款、分担金及び負担金では、施設費分担金といたしまして２，４４０万５，３００円を受け入れております。   ２款、使用料及び手数料の１，１０６万３５０円は、半年間の下水道の使用料でございます。   また、６款、繰入金といたしまして、５，１７０万円の基金繰り入れをいたしております。   以上、これらを主な収入といたしまして、２８０ページ、最下段でございますが、調定額１億５，４６１万５，３８０円、収入済額１億５，３７７万８，８８０円、収入未済額８３万６，５００円となったところでございます。   続きまして、２８２ページからの歳出でございます。   中段、２目、施設管理費では、処理施設の維持管理に５８７万４，８７４円を、２８４ページ、２款、事業費では、人件費、事務費等、管渠工事等に３，７７４万３０４円を執行いたしております。   中でも、工事請負費においては、三ノ宮地区第６工区の管渠工事１，１６７万円をはじめといたしまして、三ノ宮のポンプ設置工事、井脇地区の公共ます設置工事など５件、総額１，４６８万３，７００円を執行いたしたところでございます。   ２８６ページ、３款、公債費の８，３１４万９，３７１円は、長期資金の元利償還分でございます。   以上、これらを主な支出といたしまして、最下段でございますが、歳出予算額３億１１５万３，０００円、支出済額１億２，６９２万２，５８６円、不用額１億７，４２３万４１４円となったところでございます。   以上、瑞穂町特定環境保全公共下水道事業特別会計の決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１７号 平成１７年度瑞穂町国民健康保険瑞穂病院事業会計決算報告につきまして、説明させていただきます。   それでは、まず２９６ページの収益的収入及び支出についてでございます。   まず収入でございますが、第１款、病院事業収益は４億６，４８０万６，１８５円となりまして、その内訳としましては、第１項、医業収益３億４，３７７万４，３４２円、第２項、医業外収益１億２，１０３万１，８４３円となっております。 



－５５－ 

  詳細につきましては、３１１ページの収益費用明細書をごらんいただきたいと思います。  ３１１ページの収益費用明細書でございますが。   なお、先ほど見ていただきました２９６ページの決算報告書につきましては、消費税を含んだ金額でありますが、このページの明細書の金額には消費税が含まれておりません。ご了解願いたいと思います。   それでは、病院事業収益でございますが、医業収益では、入院収益１億３，８３１万８，２６２円で、一般病棟、療養病棟、延べ７，８６２人分の入院収入でございます。   次の外来収益は、主に外来患者、延べ２万４１人からの収益でございます。   その他、医業収益は、個室使用料、文書料、健診料など、１，４８９万３，２００円となっております。   次の医業外収益では、他会計負担金の１億１，８８６万５，７７６円は、一般会計から運営補助金として１億円、企業債利息分として１，８８６万５，７７６円を受け入れたものでございます。   そのほか、患者外給食収益１０８万１，７８９円、その他、医業外収益として、電気、電話使用料など、９８万３５９円などがございます。   以上、これらを主な収入といたしまして、収益合計４億６，３９７万２，９２４円となっております。   また、元の２９６ページをごらんください。   支出の部でございますが、第１款、病院事業費用が３億９，２４８万４，６８６円となりまして、その内訳としましては、第１項、医業費用が３億７，６０４万６，８５４円、第２項、医業外費用が１，６４３万７，８３２円となっております。   それでは、またページをめくっていただきまして、３１２ページになります。   病院事業費用といたしまして、医業費用では、給与費は、医師、看護師、技師、事務員の給料、手当、嘱託、臨時職員の賃金等で１億８，５５５万６９円、材料費は、医薬品、診療、給食材料費で１億１，０６０万３，７２８円、経費につきましては、病院維持管理経費、事務費などに４，０９１万４，０６９円を、その他、減価償却費、医師の研究研修費に３，１６３万２，０４２円を支出いたしまして、医業費用総額、最上段になりますが、３億６，８６９万９，９０８円となったところでございます。   医業外費用につきましては、支払利息及び企業取扱諸費として、企業債利息に１，５２７万５，３９９円、繰延勘定償却６５６万９，０３８円を含みます、総額２，２９５万１，５１７円となっております。 



－５６－ 

  以上、費用合計３億９，１６５万１，４２５円となりまして、収支の差し引き７，２３２万１，４９９円の黒字となりました。   ページをまた戻っていただきまして、２９７ページでございますが、資本的収入及び支出でございます。   収入では、他会計出資金３５９万３７７円と寄附金１，０００万円などの総額１，７６４万７，０００円を受け入れております。   支出におきましては、企業債償還金に３５９万３７７円を支出いたしております。   また、詳細資料を添付しておりますので、お目通しをいただければと思います。   以上、まことに簡単ですが、瑞穂町国民健康保険瑞穂病院事業会計の決算報告とさせていただきます。   続きまして、認定第１８号 平成１７年度瑞穂町桧山財産区特別会計歳入歳出決算についてでございます。   まず、３２７ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額１，７５１万８，６０５円、歳出総額８８１万７，６３０円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに８７０万９７５円の黒字決算となっております。   また少しページを戻っていただきまして、３２０ページ、歳入でございますが、１款、財産収入１，３８８万９５４円でございまして、ゴルフ場の土地貸付料１，３０５万８，０００円、無線基地の土地貸付料１５万円などが主なものでございます。   以上、これらを主な収入といたしまして、調定額１，７５１万８，６０５円、収入済額、同じく１，７５１万８，６０５円となったところでございます。   ３２２ページ、歳出でございますが、１項、総務管理費、１目、一般管理費では、管理会役員の報酬、管理会事務経費として６２万７，０６５円、３２４ページ、３目、諸費では、財産区内の老人会、婦人会、保育所父母の会などへの活動助成や、桧山地域振興対策補助金などに５８４万２，０００円を、繰出金では、公民館事業への繰り出し、小学校遠距離通学費への繰り出し、公民館水洗化事業分担金への繰り出しなど、１９８万４０５円を執行いたしております。   以上、最下段、歳出予算額１，９６２万４，０００円、支出済額８８１万７，６３０円、不用額１，０８０万６，３７０円となったところでございます。   以上、桧山財産区特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第１９号 平成１７年度瑞穂町梅田財産区特別会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。 



－５７－ 

  まず、３４３ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額１億３，７４８万３，４８６円、歳出総額１億１，５５２万６，５４２円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに２，１９５万６，９４４円の黒字決算となったところでございます。   再びページを戻っていただきまして、３３６ページ、歳入でございますが、歳入の大きなものとしましては、２款、繰入金１億１，５５１万１，０００円で、財政調整基金からの繰入金でございます。   ほかに、１款、財産収入は、区、個人、ＮＴＴ、ＫＤＤＩ等に貸し付けております土地の貸付収入や土地売払収入など、２，１１０万８，７８５円でございます。   以上、これらを主な収入といたしまして、最下段でございますが、調定額１億４，４１７万３，２９２円、収入済額１億３，７４８万３，４８６円、収入未済額６６８万９，８０６円となりました。   続きまして、歳出でございますが、３３８ページ、３目、諸費では、梅田地区各団体への補助や、地域活性化事業補助金として、地区内８区に対して、貸付面積に応じて総額１億４５１万１，０００円を助成いたしております。   以上、これらを主な支出といたしまして、最下段、歳出予算額１億４，５１５万４，０００円、支出済額１億１，５５２万６，５４２円、不用額２，９６２万７，４５８円となりました。   以上、まことに簡単ですが、梅田財産区特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第２０号 平成１７年度瑞穂町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、説明申し上げます。   ３５９ページでございます。 実質収支に関する調書でございますが、歳入総額６１９万２，６０６円、歳出総額１７６万３，４０４円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに４４２万９，２０２円の黒字決算となりました。 戻っていただきまして、３５２ページからの歳入でございますが、１款、財産収入におきましては、マツタケ等、採取権収入に６９万５，０００円、２款、繰入金の５００万円は、財政調整基金繰入金でございます。 以上、これらを主な収入といたしまして、調定額６１９万２，７８６円、収入済額６１９万２，６０６円、収入未済額１８０円となりました。 ３５４ページの歳出におきましては、財産区管理会の運営管理を主なものといたしまして、



－５８－ 

９３万３，４０４円を、３５６ページ、負担金・補助及び交付金では、保育所父母の会など団体に５３万円を補助いたしております。 これらを主な支出といたしまして、最下段、歳出予算額１，２１０万円、支出済額１７６万３，４０４円、不用額１，０３３万６，５９６円となりました。 簡単ですが、三ノ宮財産区特別会計決算の説明とさせていただきます。 引き続きまして、認定第２１号 平成１７年度瑞穂町質美財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。 ３７５ページの実質収支に関する調書でございますが、歳入総額２６９万２，３３４円、歳出総額２２１万９，４０９円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに４７万２，９２５円の黒字決算となったところでございます。 再びページを戻っていただきまして、３６８ページからの歳入でございます。 １款、財産収入では、区への土地貸付による収入などに８０万８，９５８円、２款、繰入金の１１４万円は、管理運営基金からの繰り入れでございます。 以上、これらを主な収入といたしまして、最下段、調定額２６９万２，３３４円、収入済額２６９万２，３３４円となりました。 次のページの歳出でございますが、２目、財産管理費、繰出金の７５万７，９９４円は、公有林整備事業債繰出金で、３目、諸費では、質美地域振興協議会をはじめ、各団体への助成として２０万円を、繰出金では、公民館事業への繰り出しに３０万円、小学校遠距離通学費繰出金として５万円などを支出をいたしております。 ３７２ページ、最下段、歳出予算額４７８万６，０００円、支出済額２２１万９，４０９円、不用額２５６万６，５９１円となりました。 以上、まことに簡単ではございますが、質美財産区特別会計決算の説明とさせていただきます。 それでは、続きまして、和知町の決算でございますので、ご準備をお願いいたします。 認定第２２号 和知町一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を説明させていただきます。 まず、１３０ページでございます。実質収支に関する調書でございます。 歳入総額１６億３，８８６万８，１０１円、歳出総額１５億４，２５７万１，５８８円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに、９，６２９万６，５１３円の黒字決算となりました。 それでは、ページをずっと戻っていただきまして、１２ページからの事項別明細書によりまして、歳入から款を追いまして説明申し上げます。 



－５９－ 

１款の町税でございますが、年間の調定額２億９，６９４万４，８１３円に対しまして、収入済額２億７２５万７，２０４円、収入未済額は８，９６８万７，６０９円でありまして、収納率は６９．８％となっております。 ２０ページ、１３款、国庫支出金、及び２４ページ、１４款、府支出金につきましては、一部は収入済みとなっておりますものの、事業が途中でありますことから、国・府の負担金、補助金、委託金はこの時点では受け入れてはおりません。 ２８ページ、１７款、繰入金では、２億４，８１５万４，０００円の予算に対しまして、２億１５万４，０００円を受け入れております。中山間ふるさと水と土保全基金など予算計上いたしておりましたが、この時点では未収ということになっております。 ３２ページの２０款、町債につきましても、１０億余り予算計上いたしておりましたが、この決算時期には受け入れておりませんので、未収ということになっております。 以上が、歳入決算の概要でございます。 ３４ページ、最下段でございますが、歳入予算額４３億３，１７９万６，０００円、調定額１７億２，９６４万５，６９０円、収入済額１６億３，８８６万８，１０１円、不納欠損額４，０００円、収入未済額９，０７７万３，５８９円となりました。 続きまして、歳出でございますが、まず３６ページの１款、議会費でございますが、支出済額が２，９８０万１，０２９円でございまして、人件費のほか、議会運営なり議会活動に要した経費でございます。 ３８ページからの、２款、総務費でございますが、主なものといたしましては、４１ページ、１項、総務管理費、１目、一般管理費、中段でございますが、委託料では区長会研修委託料に１０９万９，０００円を、庁舎電算機器保守委託に１１８万１，５６５円などを執行いたしております。 また、４５ページ、５目、財産管理費の上段の方ですが、公有財産購入費では、管理者不在となりました建物を１５０万円で取得し、特産加工グループ「いきいきクラブ」に貸し付けをいたしております。 ６目、活性化対策費、旅費２７６万４，５４０円は、１１回目を迎えました中学生交流事業で、ニュージーランドに派遣をした７名分の経費でございます。 １５目、工事請負費は、水車小屋新築工事費として４７０万８，２００円を執行いたしております。これは、和知北部地区の活性化事業の一環として、仏主地内に設置をしたものでございます。 ４８ページ、２０目、市町村合併推進費、備品購入費でございますが、電算機器といたし
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まして、パソコン、サーバー等、４０７万３，６８５円で整備をしたものでございます。 ５３ページの中段、２項、徴税費、２目、賦課徴税費では、委託料として公図修正業務委託なり、地番図変換業務委託などに４４万８９２円を執行いたしております。 ５８ページからの、３款、民生費でございますが、主なものといたしましては、６１ページ、下段、１目、社会福祉総務費、負担金・補助及び交付金では、民生児童委員協議会活動助成に２７７万３，１２０円を、６３ページの中段でございますが、社会福祉協議会にボランティアコーディネーター設置によります運営補助２５０万円、それから、社会福祉推進事業補助金として、共同作業所ともどもの職員設置によります運営助成４００万円等を助成しております。 ６７ページの下段、３目、老人福祉費、扶助費では、家族介護支援対策助成として、町独自の取り組みとしてのおむつ券など、１５８万９，４６４円を支出し、６９ページの上段、繰出金では、介護保険特別会計に６５０万円を繰り出しております。 ７０ページ、２目、児童措置費では、８０名の園児を預かります「和知エンジェル」の人件費、運営管理に要する経費として、４，７０８万２，９６０円を執行いたしております。 ７４ページ、４款、衛生費、７９ページになりますが、２目、予防費、委託料では、健康診査、がん検診事業委託に１，３６０万４，０９２円を、負担金・補助及び交付金では南丹病院組合分担金といたしまして２７３万５，０００円を、３目の最下段でございますが、環境衛生費、負担金・補助及び交付金では、船井郡衛生管理組合賦課分担金４，０９８万６，０００円を執行いたしております。 ８２ページでございます。少し飛びます。 ８目、生活排水事業費、負担金・補助及び交付金は、合併処理浄化槽設置補助として、５人槽６基、７人槽４基分でありまして、その３分の１であります３７９万６，０００円を助成いたしたものでございます。 ８４ページからの、６款、農林水産業費でございます。 ８７ページ、農業振興費、委託料では、有害鳥獣防除施設設置委託料として、ネット、フェンス設置を５４５万３，７００円で受託センターに委託をしたものでございます。 また、道の駅「和」維持管理委託に１５０万円、山野草の森管理委託に１，５００万円を、それぞれ第三セクター契約に基づきまして支出をいたしております。 ８９ページ、最上段でございますが、地域農業推進農業機械等整備補助金１１９万６，０００円は、共同での機械購入助成に要したもので、２件に対して交付をいたしたものでございます。 
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９１ページ、上段、工事請負費でございますが、農林業体験公園施設建築工事に要したものでございます。 現在、長瀬区において府営事業として取り組まれております仮称向山大橋のふもとに集客施設として設置いたしたもので、３，３４４万８，１５０円を執行いたしております。 橋梁につきましては、現在も工事中ではございますが、体験公園は既に完成いたしております。 ９３ページ、中段、２項、林業費、２目、林業振興費の工事請負費でございますが、フォレストコミュニティ林道峰線開設工事費として６，５１６万３，０００円を執行いたしております。 また、ＫＤＤＩ道路災害復旧工事に１，１１９万９，３００円でございますが、これはＫＤＤＩの管理道が台風２３号により被災したことで、町が工事を施工し、その工事代金をＫＤＤＩより受け入れるものでございます。 ９４ページの７款、商工費でございますが、２目、商工業振興費、負担金・補助及び交付金では、商工会育成事業補助金として５５０万円を、３目、観光費、負担金・補助及び交付金では、ふるさと祭りの補助金として８０万円を実行委員会に助成をいたしております。 ８款、土木費でございますが、全体的に言えますことは、工事等につきましては、入札、発注等はいたしておりますものの、支払いまでには至っていないということから、不用額が大きくなっている現状でございます。 ９８ページ、２項、２目、道路維持費、工事請負費でございますが、町道大迫上乙見線維持修繕工事ほか３件で１０７万５，２００円を、１０１ページの中段、３目、道路新設改良費、工事請負費は、ちょうど同じく町道大迫上乙見線道路改良工事としまして３，９１１万４００円をはじめ、総額４，４５１万３，７００円となったところでございます。 １０３ページの中段、４項、１目、住宅管理費、工事請負費でございますが、木ノ上団地住宅３戸と集会所の建築工事に１億１，３８２万円を支出いたしております。 ９款、消防費でございます。１０５ページ、下段、１項、消防費、１目、常備消防費、負担金・補助及び交付金では、ルールに基づきまして、京都中部広域消防組合に３，８１０万円を負担いたしております。 その下の１０款、教育費でございますが、小学校、中学校では学校管理運営並びに教育振興に要した経費の支出でございまして、特色ある学校づくりに執行いたしたものでございます。 １２２ページ、５項、社会教育費、６目、保健体育費、学校給食センター運営費は、小学
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生２００人、中学生１０２人と、教職員の給食調理に必要なセンター運営管理に９４７万１４６円を執行いたしたものでございます。 １２４ページ、１１款、災害復旧費の２億５９６万４，７０７円につきましては、一昨年の１０月に発生しました台風２３号によります道路、農地、農業用施設の災害復旧に執行いたしたものでございます。工事費にいたしまして、８０％の執行となっております。 特に、１２６ページ、３目、現年発生林道災害復旧事業費、工事請負費では、林道仏主線第２工区災害復旧工事９３２万５，０５０円をはじめ、１５件で８，２１０万４，７５０円を要しております。 その他、災害復旧工事につきましては、お手元の事業報告書にも示しておりますので、またお目通しをいただきたいと思います。 １２款、公債費でございますが、支出済額３億３，５５２万８，４３１円となりました。それぞれ借入金の元利償還をいたしたものでございます。 以上が、一般会計歳出決算の概要でございます。 １２８ページ、最下段、歳出予算総額４３億３，１７９万６，０００円、支出済額１５億４，２５７万１，５８８円、不用額２７億８，９２２万４，４１２円となったところでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、和知町一般会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。 続きまして、認定第２３号 平成１７年度和知町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。 １６０ページでございますが、実質収支に関する調書でございます。 歳入総額１億４，２４４万６，２２４円、歳出総額２億２万７，５５７円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに５，７５８万１，３３３円の赤字決算となりました。 １４５ページをごらんください。 この赤字額につきましては、今回の合併の事由により生じた債務でございまして、このため、増額の５，７５８万１，３３３円を一時借入を行い、充用して執行いたしたものでございます。 それでは、１４６ページ、歳入から説明させていただきます。 和知町の国民健康保険加入世帯は、９月末で１，０３８世帯、被保険者数は１，９７３人でございます。 国保会計の主な歳入の財源となっております１款、国民健康保険料は、調定額６，７４１
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万６，６２５円、収入済額５，３９３万２，３４９円、不納欠損額７７万円、収入未済額１，２７１万４，２７６円となっております。不納欠損につきましては、平成１１年以前分で、６件分措置させていただきました。 そのほか、国保に関する主な収入といたしましては、２款、国庫支出金４，０１０万６，０００円、３款、療養給付費交付金３，５１３万２，０００円、１４８ページ、５款、共同事業であります高額医療費に対する交付金といたしまして、１３６万１，５０２円などでございます。 以上、これらを主な収入といたしまして、１５０ページ、調定額１億５，５９３万４，０４９円、収入済額１億４，２４４万６，２２４円、不納欠損額７７万円、収入未済額１，２７１万７，８２５円となったところでございます。 続きまして、次のページからの歳出でございます。 主なものといたしましては、２款、保険給付費に１億２，９０３万５，０２３円、そのうち療養諸費に１億１，２６８万９，２３９円、１５４ページ、２項、高額療養費に１，４１８万１，８８６円を支出いたしております。 そのほか、１５６ページ、３款、老人保健拠出金に３，０５９万４，７１４円、４款、介護納付金に１，２２２万３，３０９円、その下の共同事業拠出金では、高額医療に４９３万８，７３４円などを支出いたしました。 これらを主な支出といたしまして、１５８ページ、歳出予算額４億２，９５２万４，０００円、支出済額２億２万７，５５７円、不用額２億２，９４９万６，４４３円となりました。 以上、まことに簡単ではございますが、和知町国民健康保険事業特別会計決算の説明とさせていただきます。 続きまして、認定第２４号 平成１７年度和知町国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。 １７８ページでございますが、実質収支に関する調書でございます。 歳入総額が１億３，６３０万６，７９４円、歳出総額１億７，８５０万３，７３４円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに４，２１９万６，９４０円の赤字決算となりました。 これにつきましても、１６７ページでございますが、そこに示しておりますこの赤字額は、合併の事由により生じた債務であります。このため、同額の４，２１９万６，９４０円を一時借入を行い、充用して執行したものであります。 １７年度の和知診療所の状況でございますが、診療実日数１２９日、延べ外来患者数１万１，１０３人、１日平均外来患者数は８６人で、１日平均外来診療収入は８３万６，３３４
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円、延べ入院患者数は１５．５人、１日平均入院診療費は１６万７，８７８円となっております。 次に、１６８ページの歳入でございますが、収入の大部分を占めます１款、診療収入は、１億４０９万２，８８３円でありました。 １７０ページ、５款、繰入金は、国保会計より２，０００万円を繰り入れたものでございます。 以上、これらを主な収入といたしまして、調定額１億３，７８６万５，１９４円、収入済額１億３，６３０万６，７９４円、不納欠損額２万７，４７０円、収入未済額１５３万９３０円となりました。 続きまして、１７２ページからの歳出でございますが、１款、総務費では、医師、看護師、事務員等の人件費、診療所管理運営経費でございまして、１億１，８８１万６，３７３円を、１７２ページ、２款、医業費では、医薬材料に４，２６６万２，０７８円を、それから、備品購入の５２５万円でございますが、これにつきましてはＸ線撮影装置を設置いたしたものでございます。 これらを主な支出といたしまして、１７６ページ、最下段でございますが、歳出予算額３億９，６４４万９，０００円、支出済額１億７，８５０万３，７３４円、不用額２億１，７９４万５，２６６円となりました。 以上、まことに簡単ですが、和知町国民健康保険診療施設特別会計の説明とさせていただきます。 続きまして、認定第２５号 平成１７年度和知町国民健康保険歯科診療施設特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。 １９４ページの実質収支に関する調書でございます。 歳入総額２，５６４万４，７１３円、歳出総額３，７７５万６１１円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１，２１０万５，８９８円の赤字決算となりました。   １８５ページをごらんください。   先ほどと同じことでございますが、この赤字額は合併の事由により生じました債務でございます。このため、同額の１，２１０万５，８９８円を一時借入を行い、充用して執行いたしたものでございます。   １７年度の和知歯科診療所の診療状況でございますが、診療実日数が１２９日、延べ患者数４，１８２人、１日平均患者数は３２人、１日平均診療収入としては２２万１，５８５円となっております。 
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  次に、１８６ページに戻っていただきますが、歳入でございますが、収入の大部分を占めます１款、医療収入、１項、歯科収入では、国保、社会保険、老人保健診療収入の１，４３１万２，１７６円を含め、２，４２４万８，７０３円を受け入れております。   また、１８８ページ、３款、繰越金１２５万３，７３３円は、前年度からの繰越金でございまして、以上、これらを主な収入といたしまして、調定額２，５６４万４，７１３円、収入済額も同じく２，５６４万４，７１３円となりました。   続きまして、１９０ページからの歳出でございます。   １款、歯科施設費、１目、歯科施設管理費、１目、一般管理費では、歯科医師、技工士などの人件費、診療所管理運営経費で、３，７７４万８，６２２円を執行いたしております。   １９２ページ、２目、医療用器械器具費では、歯科診療代３００万円で設置をいたしたものでございます。   これらを主な支出といたしまして、最下段でございますが、歳出予算額７，４１４万８，０００円、支出済額３，７７５万６１１円、不用額３，６３９万７，３８９円となったところでございます。   以上、まことに簡単ですが、和知町国民健康保険歯科診療施設特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第２６号 平成１７年度和知町簡易水道維持管理特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ２１２ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額５，２８０万９，５４６円、歳出総額１億４，６２５万５，１６７円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに９，３４４万５，６２１円の赤字決算となりました。   ２０１ページをごらんください。   先ほどと同様、この赤字額は合併の事由により生じた債務でございます。このため、同額の９，３４４万５，６２１円を一時借入を行い、充用して執行いたしたものでございます。   和知町では、１４の水道施設を５水源、５浄水場、配水系統に統合する事業に取り組み、平成２４年度の事業完成を目指して、現在も工事を継続実施をいたしているところでございます。   和知町簡易水道施設の給水人口は３，９３９人で、給水戸数１，７５４戸でございます。   それでは、２０２ページの歳入でございますが、２款、使用料及び手数料、１項、使用料は、現年度、過年度分を合わせた水道使用料として５，０５７万９，８６０円が大部分でありまして、２０４ページ、最下段、調定額５，５０３万４，３８６円、収入済額５，２８０
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万９，５４６円、不納欠損額１４万７，１８０円、収入未済額２０７万７，６６０円となったところでございます。   続きまして、２０６ページからの歳出でありますが、１款、水道管理費では、人件費、事務費を主なものといたしまして、委託料では電気設備保守委託、浄水機交換委託料などの８４万４，５００円を含め、総額２，２２４万５，９４６円を、２０８ページ、２款、施設費、工事請負費では、和知簡易水道改良工事として４件の工事代金１億１０７万４，７５０円を執行いたしました。   これらを主な支出といたしまして、２１０ページ、最下段、歳出予算額５億９，１２１万５，０００円、支出済額１億４，６２５万５，１６７円、不用額４億４，４９５万９，８３３円となりました。   以上、まことに簡単ではございますが、和知町簡易水道維持管理特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。 ○議長（岡本 勇君） ここで、暫時休憩いたします。２時５０分まで休憩といたします。 休憩 午後 ２時３５分 再開 午後 ２時５０分 ○議長（岡本 勇君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。   寺井収入役職務代理からの説明を求めます。 ○収入役職務代理（寺井行雄君） それでは、続きまして、認定第２７号 平成１７年度和知町老人保健特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ２２４ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。   歳入総額２億１，２７１万４，５９４円、歳出総額２億３，１１９万１，８４８円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１，８４７万７，２５４円の赤字決算となりました。   ２１９ページでございますが、この赤字額は合併の事由により生じた債務でございまして、このため、同額の１，８４７万７，２５４円を一時借入を行い、充用して執行いたしたものでございます。   それでは、２２０ページ、歳入でございますが、１款、支払基金交付金といたしまして１億３，０１１万４，４８６円を、２款、国庫支出金では、医療費国庫負担金として７，０５２万円を、３款、府支出金では、医療費府負担金といたしまして１，１９９万円を受け入れております。   これらを主な収入といたしまして、最下段、調定額２億１，２７１万４，５９４円、収入済額、同じく２億１，２７１万４，５９４円となったところでございます。 
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  続きまして、２２２ページの歳出でございますが、２款の医療諸費、１目、医療給付費では、現物給付分、現金支給分、審査支払委託料合わせまして２億３，０９６万２，０３４円を支出いたしております。   これらを主な支出といたしまして、歳出予算額５億１，４４２万９，０００円、支出済額２億３，１１９万１，８４８円、不用額２億８，３２３万７，１５２円となったところでございます。   以上、まことに簡単ですが、和知町老人保健特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第２８号 平成１７年度和知町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ２４４ページの実質収支に関する調書であります。   歳入総額１億９，５８４万３，４９５円、歳出総額１億７，０２９万５，３３２円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに２，５５４万８，１６３円の黒字決算となりました。   和知町の現状といたしましては、第１号被保険者は１，４９６人で、総人口に占めます割合は３８．４％、要介護認定者は２号被保険者を含めまして２７７人となっているところでございます。   また、居宅サービス、施設サービスの利用者は２１０名で、サービス利用割合は７５．８％になっております。   それでは、２３２ページ、歳入より説明させていただきます。   １款、保険料は、現年度、過年度分を含めまして３，００９万３，４００円を収納いたしております。そのほかには、４款、国庫支出金５，８９５万円、５款、支払基金交付金５，７９７万９，０００円、６款、府支出金２，２１９万１，０００円などを主な収入といたしまして、２３４ページの最下段でございますが、調定額１億９，５９４万７，８９５円、収入済額１億９，５８４万３，４９５円、収入未済額１０万４，４００円となりました。   続きまして、２３６ページからの歳出でございます。   ２３８ページでございますが、２款、保険給付費に１億６，５６９万８，１６３円を支出いたしております。その内訳といたしましては、介護サービスに１億５，９１３万８，４３０円、２３８ページ、支援サービスに５７８万５３８円、次のページの４項、高額介護サービスに５７万２，９５０円などでございます。   これらを主な支出といたしまして、２４２ページ、歳出予算額４億１，０３８万３，０００円、支出済額１億７，０２９万５，３３２円、不用額２億４，００８万７，６６８円となりました。 
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  以上、まことに簡単でございますが、和知町介護保険特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第２９号 平成１７年度和知町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ２６０ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額２，１５９万８，８９１円、歳出総額３，７４１万２，６６２円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１，５８１万３，７７１円の赤字決算となりました。   ２５１ページでございますが、この赤字額は合併の事由により生じた債務でございます。このため、同額の１，５８１万３，７７１円を一時借入を行い、充用して執行いたしたものでございます。   和知町の下水道は、農業集落排水４地区、林業集落排水２地区、簡易排水１地区でありまして、これらの施設の維持管理に予算執行いたしたものでございます。   それでは、２５２ページからの歳入でございます。   ２款、繰入金として６，３７２万３，０００円を予算化いたしておりましたが、この時点では繰り入れをいたしておりません。   ４款、使用料では、合併までの７施設の下水使用料と、合併浄化槽の使用料として１，９７１万２，９１０円を収納いたしたものでございます。   これらを主な収入といたしまして、２５４ページ、調定額２，２２２万４，４３１円、収入済額２，１５９万８，８９１円、収入未済額６２万５，５４０円となったところでございます。   以上、和知町農業集落排水事業特別会計の決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第３０号 平成１７年度和知町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ２７４ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額９７３万５８円、歳出総額１，７１６万７，０２２円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに７４３万６，９６０円の赤字決算となりました。   ２６７ページでございますが、この赤字額は合併の事由により生じた債務でございまして、同額の７４３万６，９６４円を一時借入を行いまして、充用いたして執行いたしたものでございます。   和知町のバスの事業の状況でございますが、１７年４月から１０月までの間におきます６路線の乗車数は、定期券による児童・生徒約２万人、児童・生徒以外が約１万人となってお
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りまして、児童・生徒の通学による利用が、収入面から見ますと約７５％を占めております。   ２６８ページ、歳入より説明申し上げます。   １款、事業収入は、８９７万８，５４０円でありまして、その内訳といたしましては、現金収入が１９８万５，６５０円、回数券の収入が１２万３，３００円、定期券の収入が６８６万９，５９０円となっております。   この事業収入を主な収入といたしまして、調定額１，３１８万７，９４８円、収入済額９７３万５８円、収入未済額３４５万７，８９０円となりました。   続きまして、２７０ページの歳出でございます。   １款、事業費は、人件費、車両、事務所等の維持管理経費に１，５８１万５２５円を、次のページの２款、公債費では、長期債の元利償還金１３５万６，４９７円を執行いたしております。   最下段でございますが、歳出予算額３，７１５万３，０００円、支出済額１，７１６万７，０２２円、不用額１，９９８万５，９７８円となりました。   以上、まことに簡単ですが、和知町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第３１号 平成１７年度和知町土地取得特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ２８６ページの実質収支に関する調書でございます。   歳入総額１０万２，２０９円、歳出総額１４１万８円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１３０万７，７９９円の赤字決算となりました。  ２８１ページをごらんください。  この赤字額につきましては、合併の事由により生じた債務でございまして、このため、同額であります１３０万７，７９９円を一時借入を行いまして、充用して執行いたしたものでございます。   ２８２ページ、歳入は、繰越金１０万２，２０９円のみでございます。   歳出は、次のページ、１項、事業費で、京都縦貫自動車道関連事業償還利子と、山野草新生産園用地の取得事業の償還利子の１４１万８円でございます。   以上、和知町土地取得特別会計決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第３２号 平成１７年度和知町宅地等開発事業特別会計歳入歳出決算につきまして、説明させていただきます。   ２９８ページの実質収支に関する調書でございます。 
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  歳入総額１，７３４円、歳出総額１０３万７，６５６円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに１０３万５，９２２円の赤字決算となりました。   ２９３ページでございますが、この赤字額は合併の事由により生じた債務でありまして、このため、同額でございます１０３万５，９２２円を一時借入を行いまして、充用して執行いたしたものでございます。   ２９４ページ、歳入は、繰越金の１，７３４円のみでございます。 歳出は、２９６ページ、１款、事業費、償還金利子及び割引料として、大倉ヒヨ谷開発事業償還利子分１０３万７，６５６円のみとなっております。   以上、和知町宅地等開発事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。   なお、本会計につきましては、１７年度末をもちまして廃止をいたしております。   続きまして、丹波町の決算書をごらんいただきたいと思います。水道組合でございます。   続きまして、認定第３３号 平成１７年度丹波町・瑞穂町水道事業組合会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。   ４３７ページをまずごらんいただきたいと思います。   実質収支に関する調書でございますが、歳入総額３億４，０９９万５，０３２円、歳出総額３億７１３万６，４３１円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに３，３８５万８，６０１円の黒字決算となりました。   ４４４ページの歳入でございますが、１款、分担金及び負担金は１億９９８万９，２５０円でございます。内訳といたしまして、１項、分担金では、一般家庭新規加入分担金２１口、口径変更１口で１，０５１万５００円。   ２項、負担金は、下水工事に伴います水道管移設工事費負担金として、瑞穂町より９７８万７５０円を、また丹波町、瑞穂町から負担金として、第１期、第２期分として総額８，９６９万８，０００円を受け入れております。   ２款の使用料及び手数料、１目、水道使用料では、合併までの水道使用料として１億９，８５０万３，５００円を受け入れております。   ４４８ページ、３款、国庫支出金、４款、府支出金につきましては、４，４６５万６，０００円を予算化しておりましたが、事業が完了していないことから、この時点では受け入れをいたしておりません。   これらを主な収入といたしまして、４５４ページ、最下段、調定額３億７，３３１万１，３０６円、収入済額３億４，０９９万５，０３２円、収入未済額３，２３１万６，２７４円となったところでございます。 



－７１－ 

  次に、４５６ページからの歳出でございます。   １款、議会費は議会運営経費に、２款、総務費は主に人件費でございます。 また、４６０ページ、負担金・補助及び交付金では、丹波町、瑞穂町派遣職員の人件費負担金として、両町に２，９０１万５，５７９円を支出いたしております。   ４６４ページ、最上段、３款、衛生費、１目、一般管理費、委託料は、上水５０項目、原水４０項目の水質検査、毎月検査等に７３１万６，９２５円を執行いたしたものでございます。   ４６６ページ、４款、公債費では、簡易水道事業債、元利償還金として１億７，３５２万３，５１１円を執行いたしたところでございます。   これらを主な支出といたしまして、４６９ページ、歳出予算額８億９，５９３万３，０００円、支出済額３億７１３万６，４３１円、不用額５億８，８７９万６，５６９円となったところでございます。   以上、まことに簡単ですが、丹波町・瑞穂町水道事業組合会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。   続きまして、認定第３４号 平成１７年度丹波町・瑞穂町水道事業組合特別会計歳入歳出決算について、説明させていただきます。   ４８１ページ、実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１，０３５万５，４２２円、歳出総額７２９万６，６７８円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに３０５万８，７４４円の黒字決算となりました。   次のページの歳入では、１款、分担金及び負担金として６００万円を、グリーンハイツ水道組合より水道分担金の一部として受け入れをいたしております。   ４８４ページ、５款、繰越金は、６３万７，５７２円でございまして、前年度から繰り越しいたしたものでございます。   これらを主な収入といたしまして、４８７ページ、調定額１，０３５万５，４２２円、収入済額１，０３５万５，４２２円となりました。   次のページ、歳出でございますが、一般管理費委託料では、グリーンハイツ簡易水道、上水５０項目、原水４０項目の水質検査に２３万４，６７５円を、漏水修理工事等に１４６万３，７００円を執行いたしました。また、３００万１５９円の基金積み立てをいたしているところでございます。   これらを主な支出といたしまして、歳出予算額４，３１２万７，０００円、支出済額７２９万６，６７８円、不用額３，５８３万３２２円となりました。 
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  以上、まことに簡単ではございますが、丹波町・瑞穂町水道事業組合特別会計決算の説明とさせていただきます。   以上、認定第１号から３４号までの３４会計決算につきまして、まことに簡単ではありましたが、説明をさせていただきました。   決算特別委員会で十分ご審議賜り、ご認定賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長（岡本 勇君） ここで、代表監査委員に決算審査意見の報告を求めます。   人見監査委員。 ○監査委員（人見 亮君）   監査委員の人見 亮でございます。   平成１７年度の丹波町、瑞穂町、和知町の諸会計の歳入歳出決算審査につきましては、平成１８年５月１８日、１９日、２３日に実施をいたしました。   審査に当たりましたのは、室田隆一郎監査委員と私でございます。   一般会計・特別会計歳入歳出決算書とその附属書類、水道事業組合決算書類、瑞穂病院事業決算書類について、関係諸帳簿、証憑書類により調査、照合するとともに、関係職員の説明を聴取し、係数の確認、予算の執行状況などの審査を行いました。   審査に付された諸会計の歳入歳出決算書と附属書類の係数は、関係書類と符号し、正確であることが認められました。   また、予算の執行も、町議会や組合議会で承認された事業を行うため、適正に処理されていることが認められました。   丹波町、瑞穂町、和知町の３町が合併し、平成１７年１０月１１日に京丹波町が誕生いたしました。３町の理事者はじめ職員の皆さんには、合併協議が整い、京丹波町誕生に向けた半年余の期間は、繁忙を極めたことであろうと推察をいたしております。 その中で、粛々として事業展開と財政運営に当たられたご苦労には、深く敬意を表するものであります。 今回の審査は、そのような合併前の３町の平成１７年４月１日から平成１７年１０月１０日までの期間に係る各会計の決算について行ったものであります。 審査意見書は、構成様式等について、合併前の３町のあり方の整合を図り、作成をいたしました。 各決算は、３町が合併したことによって打ち切り決算となったため、出納整理期間もなく、例えば前年度との数字比較は適切でないこと等、通常のものとは性質を異にしております。
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したがいまして、審査は、予算が議決目的に沿って適正に執行されているか、係数に間違いはないかなど、正確性を中心として行いました。 丹波町につきましては、一般会計は、予算現額４７億２，２９０万２，０００円に対しまして、歳入では２９億７，３９９万９，０００円を調定し、決算額は２４億９，７１０万２，０００円、歳出では２３億５，７１０万３，０００円の決算額であります。歳入歳出差引額１億３，９９０万９，０００円は、京丹波町の一般会計へ引き継がれました。 また、特別会計は、歳入総額１２億３，３７１万円、歳出総額１１億８，３１９万５，０００円、歳入歳出差引額５，０５１万５，０００円であり、各会計への債権、債務、すべて京丹波町に引き継がれました。 瑞穂町につきましては、一般会計は、予算現額４３億１，０９８万円に対して、歳入では２１億８，０６９万５，０００円を調定し、決算額は１９億５，６６４万６，０００円、歳出では１８億７，３３２万３，０００円の決算額であります。歳入歳出差引額８，３３２万３，０００円は、京丹波町の一般会計へ引き継がれました。 また、特別会計は、歳入総額１１億８，２１５万６，０００円、歳出総額１０億６，８２１万３，０００円、歳入歳出差引額１億１，３９４万３，０００円であり、各会計への債権、債務、すべて京丹波町に引き継がれました。 和知町につきましては、一般会計は、予算現額４３億３，１７９万６，０００円に対して、歳入では１７億２，９６４万６，０００円を調定し、決算額は１６億３，８８６万８，０００円、歳出では１５億４，２５７万２，０００円の決算額であります。歳入歳出差引額９，６２９万６，０００円は、京丹波町の一般会計へ引き継がれました。 また、特別会計は、歳入総額７億９，７１９万９，０００円、歳出総額１０億２，１０５万２，０００円、歳入歳出差引額、歳入不足額２億２，３８５万３，０００円であり、各会計への債権、債務、すべて京丹波町に引き継がれました。 審査は、関係職員の説明を受け、質疑を交わすという形で行いました。 安定した財政運営を模索するには、多角的な取り組みと町民の皆さんの理解、協力も必要でありますが、そのための第一歩をなすものは公平性と行革の実現にあると思慮をいたしております。 税の滞納あるいは不納欠損処分については、そのあたりの状況や事情の説明を求めました。収納の妙案も持たずに指摘することのたやすさに比べまして、実は大変難しいものが横たわっている現実があるようです。しかし、滞納が行政課題であることに違いはありません。 人件費についてでありますが、今後の人員計画ともかかわって、特に時間外勤務手当の削
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減にいかに対応していくのか、管理職の方が職場をいかにマネージメントしていくのか、大きな課題であることを指摘させていただきました。 以上２点、極めて総括的ではありますが、質疑が集中したものの代表例として申し沿えておきます。 今後とも、なぜ合併に至ったのか、合併後にはどうしていかなければならないのか、その原点を見失うことなく、ますます合併後の融合一体化を図り、新町まちづくり計画で示す「丹波高原につつまれ、人の交流、連携で築く ぬくもりと躍動のあるまち」を目指して京丹波町が発展することを望むものであります。 関係職員各位には、ご多用の中、私どもの審査に対しましてご協力を賜り、おかげさまで所期の目的を果たせましたことを感謝申し上げ、審査意見といたします。 ○議長（岡本 勇君） お諮りします。   認定第１号「平成１７年度丹波町一般会計歳入歳出決算の認定について」から、認定第３４号「平成１７年度丹波町・瑞穂町水道事業組合特別会計歳入歳出決算の認定について」までの審査については、去る６月７日の議会運営委員会において設置の協議がなされております、議長を除く１７人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。   これにご異議ありませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（岡本 勇君） ご異議なしと認めます。   よって、認定第１号から認定第３４号は、議長を除く１７人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 暫時休憩いたします。 休憩 午後 ３時２３分 再開 午後 ３時２５分 ○議長（岡本 勇君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。   お諮りします。   ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり指名したいと思います。   ご異議ありませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（岡本 勇君） ご異議なしと認めます。   よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり選任することに決しました。   暫時休憩いたします。   休憩中に、決算特別委員会を第１会議室において開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。   なお、座長については、委員会条例第１０条第２項の規定により、年長の委員でお願いします。よろしくお願いします。 休憩 午後 ３時２５分 再開 午後 ３時５０分 ○議長（岡本 勇君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。   休憩中に、決算特別委員会が開催され、委員長、副委員長互選が行われました。   その結果、委員長に畠中 勉君、副委員長に篠塚信太郎君、以上のとおり選任されましたのでご報告いたします。   以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。   本日はこれをもって散会いたします。   明日６月１４日に再開いたしますので、定刻までにご参集ください。   ご苦労さまでした。  午後 ３時５５分 散会  


